
は
じ
め
に

南
郊
儀
禮
は
、
基
本
的
に
冬
至
に
、�
城
の
郊
外
で
行
わ
れ
る
國
家

儀
禮
で
あ
る
。
天
を
祀
り
、
天
に
臣
從
す
る
こ
と
に
よ
り
、｢

天
子｣

と
よ
ば
れ
る
資
格
を
得
る
儒�
王
權
上
の
最
重
要
な
儀
禮
と
い
え
る

(

１)

。

こ
の
儀
禮
は
、
儒�
國
家
と
し
て
漢
が
再
編
さ
れ
た
後
漢
時
代
よ
り
定

例
化
し
た
。
た
だ
し
、
皇
帝
が
自
ら
ま
つ
る
親
祭
は
大
規
模
に
な
る
た

め
、｢

有
司
攝
事｣

の
場
合
が
多
く
な
る
。
例
え
ば
、
唐
代
を
通
じ
て

皇
帝
親
祭
で
行
わ
れ
た
の
は
三
一
回
だ
け
で
あ
り

(

２)

、
太
宗
や
玄
宗
な
ど

を
除
い
て
、
多
く
の
皇
帝
は
一
代
の�
に
即
位
の
儀
礼
と
し
て
一
度
で

あ
っ
た

(

３)

。
そ
れ
だ
け
皇
帝
親
祭
は
重
要
か
つ
大
規
模
な
儀
禮
と
し
て
實

施
さ
れ
、
皇
帝
權
力
の
可
視
化
を
は
か
る
も
の
と
な
っ
た

(

４)

。

こ
の
儀
禮
は�
城
の
南
に
設
け
ら
れ
た
圓
丘
・
天
壇
で
行
わ
れ
る
。

佐
川
英
治
氏
に
よ
る
と

(

５)

、
圓
丘
や
南
郊
に
つ
い
て
は
、
儒�
の
議
論
あ

る
い
は
北
族
系
王
朝
の
習
俗
な
ど
の
影
響
に
よ
り
特
に
五
胡
・
北
朝
期

に
樣
々
な
變
遷
が
あ
っ
た
が
、
北
魏
の
洛
陽
城
に
お
い
て
、
唐
の
長
安

に
も
受
け
繼
が
れ
る
よ
う
な
南
郊
儀
禮
を
行
う
た
め
の
基
本
的
な�
城

空�
構
造
が
完
成
し
た
と
い
う
。
宮
城
の
端
門
・
中
軸
街
路
・
國
門
・

南
郊
と
い
う
軸
線
を
中
心
に
東
西
に
廣
が
る
構
造
で
あ
る
。
メ
イ
ン
ス

ト
リ
ー
ト
と
し
て
の
朱
雀
大
街
は
南
郊
行
路
と
し
て
用
い
ら
れ
る
た
め
、

他
の
大
街
の
二
倍
の
幅
員
が
與
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
構
造
は

日
本
の
平
城
京
に
お
い
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
た
が
、
南
郊
儀
禮
を
行
わ

な
い
日
本
の
朱
雀
大
路
は
朝
貢
の
た
め
に
訪
れ
た
外
國
使
節
の
通
路
と

し
て
專
ら
用
い
ら
れ
る

(

６)

。

現
在
、
唐
宋
代
の
郊
祀
に
つ
い
て
は
、
多
方
面
か
ら
の
研
究
が
進
ん

で
い
る

(

７)

。
私
は
最
近

｢

五
代
十
國｣

と
い
う
華
北
王
朝
を
正
統
と
考
え

る
史
觀
を
め
ぐ
っ
て
、
特
に
十
國
で
の
郊
祀
の
問
題
と
關
連
し
て
考
え
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て
み
た

(

８)

。｢

五
代
十
國｣

時
代
で
は
、
南
郊
親
祭
は
、
唐
代
後
半
と
同

じ
く
、
ほ
ぼ
一
代
一
郊
で
行
わ
れ
て
い
た
が
、
宋
朝
で
は
皇
帝
一
代
で

數
回
實
施
す
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
、｢

三
年
一
郊｣

と
い
う
頻
度

が
共
通
認
識
と
な
る

(

９)

。
こ
の
よ
う
な
推
移
の
背
景
に
あ
る
歴
史
的
状
況

を
考
え
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
特
に
、
儀
禮
空�
と
し
て
の�

城
開
封
の
中
軸
線
街
路

(

御
街)

の
變
化
や
郊
祀
に
お
い
て
發
出
さ
れ

る
赦
文
の
傳
達
と
そ
の
内
容
を
考
え
て
み
た
。
こ
の
よ
う
な
檢
討
に
よ
っ

て
、
頻
繁
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
南
郊
儀
禮
が
宋
朝
政
治
に
お
い

て
も
つ
機
能
の
、
こ
れ
以
前
の
時
代
と
は
異
な
る
特
性
を
摘
出
し
て
み

た
い
。一

、｢

五
代
十
國｣

と
郊
祀

近
代
歴
史
學
は
、｢

五
代｣

と
い
う
こ
の
宋
代
に
生
ま
れ
た
時
代
名

や
枠
組
み
を
繼
承
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
唐
か
ら
宋
に
至
る
變
革
期
の

過
渡
的
な
段
階
と
し
て
こ
の
時
代
を
理
解
し
、
そ
の
獨
自
性
に
注
意
を

拂
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
對
し
て
、
唐
朝
の
崩
壞
後
、
中
原
國
家

と
地
方
政
權
と
の
封
建
的
な
結
び
つ
き
の
秩
序
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ

を

｢

五
代
天
下
秩
序｣

と
し
て
、
こ
の
時
代
獨
特
の
政
治
文
化
と
し
て

理
解
し
た
の
が
、
山
崎
覺
士
氏
の
研
究
で
あ
る

(�)
。

中
原
國
家
が
南
郊
を
擧
行
す
る
と
き
に
は
、
南
方
列
國
か
ら
の
貢
獻

な
ど
を
用
い
て
禁
軍
兵
士
へ
の
賜
與
が
大
々
的
に
行
わ
れ
る
。
禁
軍
掌

握
は
五
代
中
原
國
家
の
存
亡
に
關
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

山
崎
氏
が
言
及
さ
れ
て
い
な
い

｢

南
郊
儀
禮｣

は
、
二
重
の
意
味
で

｢

五
代
天
下
秩
序｣

に
お
い
て
重
要
で
あ
っ
た
と
私
は
考
え
る

(�)

。

と
こ
ろ
が
後
晉
は
南
郊
を
行
っ
て
い
な
い
。
遼
に
助
け
ら
れ
て
國
家

を
形
成
し
た
た
め
、
南
方
列
國
か
ら
の
朝
貢
は
呉
越
を
除
い
て
行
わ
れ

な
く
な
る
。
郊
祀
を
行
う
計
畫
は
あ
っ
た
が
、
恐
ら
く
、
遼
へ
の
歳
幣

な
ど
も
あ
り
、
兵
士
へ
の
賜
與
な
ど
が
不
足
し
て
、
南
郊
儀
禮
を
實
施

で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
天
か
ら
受
命
さ
れ
な
い

｢

天
子
で
は
な
い

皇
帝｣

で
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
づ
く
後
漢
も
郊
祀
を
挙
行
す
る
ま

え
に
禅
譲
し
て
い
る
。
と
す
る
と
、｢

五
代
天
下
秩
序｣

は
、
後
唐
以

降
の
後
晉
・
後
漢
に
は
當
て
は
ま
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

後
唐
か
ら
後
晉
へ
の
交
代
劇
の
一
方
で
、
南
方
で
は
、
呉
か
ら
南
唐

へ
の
交
代
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
南
唐
皇
帝
と
な
っ
た
徐
知
誥

は
、
李�
と
改
名
し
唐
の
皇
統
を
受
け
繼
い
だ
も
の
と
し
て
振
る
舞
う
。

後
唐
が
滅
亡
し
た
こ
と
が
、
そ
の
出
發
點
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

李�
は
か
つ
て
の
建
康
の
地
に
金
陵
を
、
宮
域
か
ら
南
正
門
に
至
る
南

北
中
軸
線
街
路

(

御
街)

を
持
つ�
城
と
し
て
建
設
し
た
。
御
街
の
先

に
天
壇
を
建
設
し
て
郊
祀
を
實
施
し
て
い
る
。

李�
の
南
郊
儀
禮
は
、｢

國
際
的｣

な
も
の
と
な
っ
た
。
遼
・
後
蜀
・

呉
越
・
荊
南
・�
な
ど
が
慶
賀
の
使
節
を
送
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
時
點
で
は
、
中
原
よ
り
も
、
江
南
の
南
唐
に
中
心
性
が
あ
っ
た
こ

と
に
な
る

(�)
。
し
か
し
北
宋
の

｢

五
代
十
國｣

史
觀

(『

新
五
代
史』

『

資

治
通
鑑』
な
ど)

は
潛
僞
と
し
て
の
み
扱
い
輕
視
す
る
。
山
崎
氏
が
主

張
す
る

｢

五
代
天
下
秩
序｣

も
、
五
代
を
正
統
と
考
え
る
宋
人
の
呪
縛
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か
ら
拔
け
切
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

後
周
の
太
祖
郭
威
は
即
位
三
年
後

(

廣
順
三
年
、
九
五
三)

に
郊
祀

を
行
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ
の
郊
祀
は

｢

天
下｣

か
ら
の
朝
貢

が
餘
り
期
待
で
き
な
い
状
態
で
の
郊
祀
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
兵
士

へ
の
賞
與
も
不
足
が
ち
で
あ
り
、
不
滿
の
聲
も
上
が
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。

し
か
も
郭
威

(
太
祖)

は
病
に
伏
せ
っ
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
の
儀
禮
は

後
繼
者
と
し
て
指
名
さ
れ
て
い
た
柴
榮

(

世
宗)

や
有
司
が
代
行
し
た
。

な
お
、
こ
の
郊
祀
は
、
開
封
で
行
わ
れ
た
最
初
の
郊
祀
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
南
唐
は
國
力
は
ま
す
ま
す
充
實
し
、
楚
や�
を
併
合
し

て
、
最
大
領
土
を
獲
得
し
て
い
た
。
二
代
目
の
皇
帝
李�景
は
、
九
四
三

年
に
即
位
す
る
と
と
も
に
郊
祀
を
實
施
し
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
の
こ
と

が
、
宋
代
の
資
料

(『

南
唐
書』

な
ど)
に
は
缺
け
て
い
る
が
、
元
代

に
書
か
れ
た

『

宋
史』

に
だ
け
、
記
録
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
後
周
の
世
宗
は
、
即
位
直
後
よ
り�
力
的
に
改
革
を
實

施
し
て
い
る
。
廢
佛
を
行
っ
て
銅
錢
を
鑄
造
し
財
政
を
豐
か
に
し
、
禁

軍
か
ら
老
兵
を
淘
汰
し
強
兵
の
み
か
ら
な
る
軍
團
に
再
編
成
し
た
。
そ

の
う
え
で
三
度
の
南
唐
へ
の
侵
略
を
行
っ
て
、
製
鹽
業
な
ど
で
豐
か
な

江
北�
州
を
獲
得
し
て
、
そ
こ
か
ら
の
税
收
に
よ
っ
て
國
力
を
充
實
さ

せ
る
。
こ
れ
ま
で
、
不
安
定
な
海
上
交
通
に�
っ
て
い
た
呉
越
國
か
ら

の
朝
貢
が
陸
路

(

運
河)

で
開
封
に
至
る
よ
う
に
な
っ
た
。
南
唐

(

江

南

(�))

か
ら
も
進
奉
使
が
來
る
よ
う
に
な
っ
た

(�)

。

こ
れ
は
、｢

五
代
天
下
秩
序｣

の
回
復
な
の
か
、
そ
れ
と
も
新
し
い

秩
序
の
形
成
な
の
か
考
え
る
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。
先
に
、
世
宗
は
顯 �

二
年

(

九
五
五)

夏
、
文
官
た
ち
に
、｢

平
邊
策｣

立
案
を
求
め
て

い
る
。
世
宗
の
發
言
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

朕

(

世
宗)

、�
代
君
臣
の
治
平
の
道
を
觀
る
に
、
誠
に
易
か
ら

ず
と
な
す
。
ま
た
念
う
に
、
唐
、
晉
失�
の
後
、
亂
臣
・
黠
將
、

僭
竊
す
る
も
の
多
し
。
今
中
原
は
じ
め
て
定
ま
る
も
、�
・
蜀
・

幽
・
并
は
な
お
未
だ
平
附
せ
ず
、
聲�
は
未
だ
能
く
遠
く
被
わ
ず
。

よ
ろ
し
く
近
臣
を
し
て
お
の
お
の
論
策
つ
く
ら
し
め
、
經
濟
を
導

く
の
略
を
の
べ
し
む

(�)

。

世
宗
の
認
識
で
は
、
後
唐
・
後
晉
が

｢

失�｣

し
た
故
に
、｢

呉

(

南
唐)

、
蜀

(

後
蜀)

、
幽

(

燕
雲
十
六
州
、
遼)

、
并

(

北
漢)｣

が

離
反
し
て
お
り
、
貢
獻
が
失
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
。
世
宗
に
對
し
て

多
く
の
論
者
は

｢

故
遠
人
不
服
、
則
修
文�
以
來
之｣

と
い
う

『

論
語』

季
氏
篇
に
み
え
る
論
理
を
も
っ
て
答
え
た
と
い
う
。｢

修�｣

す
る
こ

と
で
、
失
わ
れ
た
朝
貢
・
册
封
體
制
の
復
活
を
求
め
る
。
し
か
し
、
こ

の
と
き
王
朴
ら
四
人
は
、
隣
接
す
る
江
淮
を
攻
撃
し
て
占
領
す
る
こ
と

を
提
案
し
て
い
る

(�)
。
貢
獻
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
豐
か
な
地
域
を
侵
略

し
そ
の
富
を
用
い
て
、
國
力
・
軍
事
力
を
強
化
し
よ
う
と
い
う
。
と
く

に
王
朴
の

｢

平
邊
策｣

に
は

(�)
ま
ず
江
北
を
得
て
そ
の
民
力
に
よ
っ
て
、

禁
軍
へ
の
供
給
を
充
實
し
、
そ
の
ほ
か
の
地
域
を
平
定
す
る
と
い
う
戰

略
が
具
体
的
に
書
か
れ
て
い
た
。
世
宗
は
王
朴
の
策
を
も
ち
い
、
三
回

に
わ
た
る
南
唐
へ
の
親
征
を
成
功
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
提
案
者
の
王
朴

は
文
官
の
ホ
ー
プ

(

權
知
開
封
府
事
・
樞
密
使)

と
し
て
冬
季
に
行
わ

れ
た
遠
征
中
の
留
守
を
預
か
り
、�
城
開
封
の
整
備
や
、
大
運
河
漕
運
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の
復
舊
工
事
に
活
躍
し
て
い
る

(�)

。

有�
者
に
よ
る
、
天
か
ら
の
受
命
儀
禮
と
し
て
の
南
郊
が
行
わ
れ
、

そ
れ
を
慕
っ
て
天
下
各
地
の
人
々
が
朝
貢
す
る
。
こ
れ
は
儒�
的
封
建

國
家
の
理
念
で
あ
る
。
世
宗
は
、｢

修�｣
に
よ
る
封
建
秩
序
再
建
の

獻
策
は
採
用
せ
ず
、
軍
事
力
の
行
使
に
よ
る
天
下
統
一
戰
略
を
採
用
す

る
。
世
宗
に
よ
る
南
郊
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
背
景
は
こ
こ
に
あ
る
。

二
、
北
宋
太
祖
の
南
郊
親
祭
に
つ
い
て

王
朴
が
急
死
し
た
の
が
九
五
九
年
四
月
で
あ
る
。
そ
の
年
の
七
月
に

は
世
宗
も
早
世
す
る
。
翌
年
一
月
に
、
趙
匡
胤
は
、
幼
帝
か
ら
禪
讓
を

う
け
、
宋
朝
太
祖
と
な
る
。
太
祖
は
世
宗
と
は
打
っ
て
變
わ
り
、
在
位

十
七
年
の�
に
、
合
計
四
回
の
南
郊
親
祭
を
行
っ
て
い
る
。

ａ
、｢

五
代｣

の
創
造

北
宋
成
立
當
初
、
こ
れ
ま
で
の
五
つ
の
中
原
王
朝
と
同
じ
よ
う
に
短

命
で
終
わ
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
っ
た
。｢

三
百
年
王
朝｣

が
創
始
さ

れ
た
と
九
六
〇
年
に
考
え
た
者
は
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。『

長
編』

に
は
、｢

陛
下
新
得
天
下
、
人
心
未
安
、
今
數
輕
出
、
萬
一
有
不
虞
之

變
、
其
可
悔
乎

(�
。｣

と
あ
る
。
即
位
初
年
に
は
、
中
山
や
揚
州
の
藩
鎭

が
、
禪
讓
に
反
對
し
て
反
亂
を
起
こ
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
北
漢
や

南
唐
か
ら
の
陰
か
ら
の
支
援
を
受
け
た
反
亂
だ
っ
た
よ
う
だ
。
鎭
壓
し

た
太
祖
趙
匡
胤
の
も
と
に
は
、
南
唐
と
呉
越
よ
り
、
即
位
や
聖
誕
節
を

祝
う
使
節
が
到
着
す
る
よ
う
に
な
っ
た

(�)

。
兩
大
國
の
臣
從
が
確
定
し
た

こ
と
で
、｢

天
下｣

を
平
定
す
る
足
が
か
り
が
で
き
た
。
建�
三
年
に

は
、
江
南

(

後
唐)

に
宋
暦
が
初
め
て
頒
布
さ
れ
た

(�)

。
趙
匡
胤
も

｢

唐

季
以
來
、
數
十
年�
、
帝
王
凡
そ
易
わ
る
こ
と
八
姓
、
戰
鬪
や
ま
ず
、

生
民
塗
地
・
・
・｣

と
述
べ

(�)

、
短
命
な
王
朝
交
代
に
よ
る
亂
世
を
終
わ

ら
せ
る

｢

國
家
長
久
計｣

を
考
え
る
。
藩
鎭
を
押
さ
え
君
主
權
の
強
化

と
軍
事
力
の
集
權
化
を
着
々
と
進
め
る
こ
と
が
明
確
な
政
策
目
標
と
な

る
。建�

二
年

(

九
六
一)

の
秋
に
な
る
と
、
當
時
ま
だ
自
立
し
て
い
た

荊
南
國
の
官
僚
が
、｢

宋
、
天
下
を
有
す
。
四
方
の�
侯
屈
服
面
内
す
。

凡
そ
詔
書
を
下
す
に
皆
な
仁
義
に
あ
う
。
・
・
・｣ (�)

と
述
べ
て
お
り
、

宋
朝
が
天
下
を
領
有
し
た
と
い
う
認
識
が
み
ら
れ
る
。
確
か
に
宋
朝
の

直
接
支
配
す
る
領
土
は
、
後
周
か
ら
受
け
繼
い
だ
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

た
だ
し
、
荊
南
・
南
唐
・
呉
越
な
ど
の
南
方
列
國
が
朝
貢
を
通
じ
て
臣

從
し
て
い
た
。
自
立
稱
帝
し
て
い
る
三
國

(

北
漢
・
南
漢
・
後
蜀)

も

邊
境
の
小
王
國
で
あ
る
。
乾�
元
年

(

九
六
三)

五
月
に
後
蜀
の
宰
相

が

｢

臣
、
宋
氏
の
啓
運
を
み
る
に
、
漢
周
に
類
せ
ず
。
天
、
亂
の
久
し

き
を
厭
う
。
海
内
を
一
統
す
る
は
、
そ
れ
こ
こ
に
在
る
か
。｣

と
述
べ

て
お
り
、
蜀
主
は
こ
れ
に
よ
り
朝
貢
を
考
え
て
い
る

(�)

。
宋
朝
は
、｢

後

漢
・
後
周｣

と
は
類
似
し
な
い
、｢

一
統
海
内｣

の
可
能
性
を
高
く
持
っ

た
王
朝
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
廣
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

こ
の
段
階
の
宋
朝
は
、
封
建
的
な
朝
貢
關
係
に
よ
り
天
下
を
支
配
す
る

｢

中
國｣

で
あ
り
、
後
唐
時
代
の

｢

五
代
天
下
秩
序｣

の
再
建
と
も
い

― 28 ―



え
る
状
況
で
あ
る
。

た
だ
し

｢

五
代｣

と
の
違
い
を
強
調
す
る
動
き
も
登
場
す
る
の
も
こ

の
時
期
で
あ
る
。｢

五
代｣

が
特
定
の
時
代
を
表
す
名
詞
と
し
て
登
場

し
て
き
た
の
は
何
時
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
そ
の
嚆
矢
と
な
っ
た
の
は
、

乾�
元
年

(
九
六
三)

七
月
に
、
監
修
國
史
王
溥
に
よ
り
上
呈
さ
れ
た

『

五
代
會
要』
の
書
名
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

(�)

。
王
溥
は
、
二

年
前

(

建�
二
年

(
九
六
一
年)

に

『

唐
會
要』

を
完
成
さ
せ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
後
梁
か
ら
後
周
ま
で
の�
王
朝
を
、｢

五
代｣

と
し
て
一

括
し
て
認
識
し
唐
の
傳
統
か
ら
切
り
離
す
。
そ
し
て
、
宋
朝
を

｢

五
代｣

と
は
別
の
、
唐
を
繼
承
す
る
統
一
王
朝
と
し
て
考
え
る
歴
史
觀

(�)
が
生
ま

れ
た
の
で
あ
る
。

劉
浦
江
氏
は
、
建�
年�
に
范
質
が
編
纂
し
た

『

五
代
通
録』

が

｢

五
代｣

の
初
出
で
あ
る
と
い
う

(�)
。
典
據
と
さ
れ
て
い
る

『

玉
海』

卷

四
八‒

一
〇
ｂ

(�)

に
は

｢(

范
質)

以
五
代
實
録
共
三
百
六
十
卷
爲
繁
、
遂

總
爲
一
部
、
命
曰

『

通
録』

。
・
・
・
乾�
五
年
三
月
戊
申
、
范
旻
上

先
臣
所
撰

『

五
代
通
録』｣

と
あ
る
。
後
周
の
宰
相
で
あ
っ
た
范
質
が

五
代�
王
朝
の
實
録
が
繁
多
で
あ
る
の
で
、
節
略
し
て
六
五
卷
の
一
部

の
歴
史
書
に
編
纂
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
名
は

『

通
録』

で
あ
っ
た
が
、

乾�
五
年

(

九
六
七)

に
、
息
子
の
范
旻
に
よ
っ
て
上
呈
さ
れ
た
と
き
、

｢

五
代｣

の
二
字
が
添
え
ら
れ
て
い
た
と
も
讀
め
る
。
そ
の
推
測
を
裏

付
け
る
よ
う
に
、『

宋
史』

范
質
傳
に
は
、｢

(

質)

又
述
朱
梁
至
周
五

代
爲

『

通�』

六
十
五
卷
、
行
於
世

(�)

。｣

と
あ
り
、
范
質
が
名
付
け
た

書
名
は

『

通
録』

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
范
質
の
逝
去

(

乾�
二
年

(

九
六
四))

の

後
、
乾�
五
年
に
長
男
の
范
旻
が
上
呈
し
た
時

に
は
、
時
代
名
と
し
て
の

｢

五
代｣

が
普
及
し
て
い
た
た
め
、『

五
代

通
録』

と
し
て
世
に
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

范
質
や
王
溥
は
後
周
の
重
臣
で
あ
っ
た
が
陳
橋
の
變
の
後
、
趙
匡
胤

の
宋
の
建
國
に
協
力
す
る
。
こ
の
こ
と
が
、｢

五
代｣

を
一
括
し
た
時

代
と
し
、
宋
朝
を
そ
こ
か
ら
異
質
の
朝
代
と
し
て
捉
え
さ
せ
た
の
で
あ

ろ
う
。
彼
ら
の
政
治
的
選
擇
を
正
當
化
す
る
も
の
だ
っ
た
。

乾�
元
年

(

九
六
三)

一
一
月
に
行
わ
れ
た
宋
代
最
初
の
南
郊
祭
祀

に
お
い
て
も

｢

五
代｣

と
の
違
い
を
強
調
す
る
制
度
論
が
展
開
す
る
。

ｂ
、
唐
に
倣
う
郊
祀
制
度

乾�
元
年

(

九
六
三)

二
月
か
ら
三
月
に
は
、
楚
の
舊
地

(

湖
南)

に
お
い
て
南
唐
か
ら
自
立
し
よ
う
と
し
て
い
た
勢
力
を
討
伐
し
て
い
る
。

そ
の
際
、
宋
軍
は
荊
南
の
領
地
を
通
過
し
た
と
こ
ろ
、
荊
南
の
高
繼
冲

は
三
州
を
以
て
納
地
す
る
こ
と
に
な
っ
た

(�)

。
開
封
に
至
っ
た
彼
は
武
寧

軍
節
度
使

(

徐
州
・
宿
州)

を
授
け
ら
れ
、
開
寶
六
年
に
病
沒
し
て
い

る

(�)
。
楚
の
舊
地

(

湖
南)

に
割
據
し
て
い
た
勢
力
も
宋
軍
の
到
來
に
た

ち
ま
ち
逃
亡
し
た

(�)
。

こ
の
よ
う
な
、
宋
朝
の
國
勢
進
展
を
う
け
て
、
そ
の
年
に
行
わ
れ
た

南
郊
親
祭
は
、
宋
朝
初
め
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
八
月
に
は
こ
れ
に
先

立
っ
て
準
備
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。『

長
編』

に
は
、

郊
天
之
禮
、
唐
制
、�
歳
冬
至
圜
丘
、
正
月
上
辛
祈�
、
孟
夏�

祀
、
季
秋
大
享
、
凡
四
祭
昊
天
上
帝
。
親
祀
、
則
并
設
皇
地
祇
位
、
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國
朝
因
之
。
作
壇
於
國
城
之
南�
門
外
、
毎
歳
令
有
司
奏
事
於
南

郊

(�)
。

と
あ
る
。
唐
制
に
よ
っ
て
、
天
地
合
祭
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
南

郊
壇
は
、
國
城

(

外
城)

の
南�
門
外
に
新
設
さ
れ
た
。
後
周
太
祖
も

開
封
で
郊
祀
親
祭
を
行
っ
た
が
、
後
周
太
祖
の
開
封
は
宣
武
軍
節
度
使

の
會
府
だ
っ
た
唐
朝
時
代
の�
州
城

(

宋
の
裏
城
・
舊
城)

の
規
模
で

あ
る
。
南
正
門

(�
風
門
、
宋
で
は
朱
雀
門)

の
外
側
に
郊
壇
が
設
け

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
郊
壇
は
、
世
宗
が
外
城
を
建
設
す
る
際
に

城
内
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
南�
門
は
、
外
城
の
正
南
門

で
あ
り
、
そ
の
郊
外
に
宋
朝
の
南
郊
壇
が
唐
制
に
し
た
が
っ
て
改
め
て

建
設
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

『

長
編』

の
記
事

(�)
で
は
、
南
郊
五
使

(
南
郊
大
禮
使
、
禮
儀
使
、
鹵

簿
使
、
儀
杖
使
、
橋
道
頓
遞
使)

に
、
唐
制
に
因
っ
た
人
選
が
行
わ
れ

て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
、
後
梁
や
後
唐
・
後
周
と
は
異
な
り
唐
制
を
用

い
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
開
封
尹
趙
光
義
は

｢
橋
道
頓
遞
使｣

に
任
命
さ
れ
る
。｢

橋
道｣

の
二
字
が
宋
代
に
新
た
に
加
え
ら
れ
た
と

い
う
。
開
封
の
御
街
は
、
大
運
河

(�
河)

と
蔡
河
と
交
差
し
て
お
り
、

橋

(

州
橋
・
龍
津
橋)

の
安
全
確
保
が
重
要
な
任
務
だ
っ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。
南
郊
で
は
、
皇
帝
と
そ
の
鹵
簿
は
、
宮
城
の
正
南
門

(

明�
門

の
ち
に
は
乾
元
門
・
宣�
門
と
も
よ
ば
れ
る)

を
出
て
、
太
廟
で
の
拜

禮
を
行
い
、
そ
の
後
、
南
北
中
軸
線
街
路

(

御
街)

を
た
ど
っ
て
、
朱

雀
門
・
南�
門
を
經
て
南
郊
壇
に
至
る
。

大
禮
使
の
范
質

(

先
述
し
た

『(

五
代)

通
録』

の
編
者)

は
他
の

五
使
と
と
も
に
、
準
備
を
す
す
め
た
が
、
參
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
た

の
は
、
後
唐
明
宗
時
代
の

『

南
郊
鹵
簿
字
説』

だ
け
だ
っ
た
と
い
う
。

し
か
も
、
こ
れ
は
餘
り
に
も

｢

疎
略｣

で
あ
り
、｢

違
戻｣

す
る
部
分

も
多
く
、
彼
ら
は
新
た
に

『

南
郊
行
禮
圖』

を
定
め
た
と
い
う

(�)

。
一
〇

年
前
に
、
後
周
太
祖
が
、
南
郊
親
祭
を
行
っ
て
い
る
が
、『

長
編』

で

は

｢

於
是
、
質
等
相
與
討
尋
故
事
。
時
官
籍�
落
、
舊
吏
皆
物
故｣

し

て
お
り
參
照
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
ま
と
め
方
が
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
後
周
の
郊
祀
が
參
照
で
き
な
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
を
表
し
て

い
る
。
恐
ら
く
范
質
や
太
祖
や
太
宗
ら
は
、
後
周
の
郊
祀
に
主
だ
っ
た

役
割
で
參
加
し
て
い
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
參
照
さ
れ
な
か
っ
た
理
由

は
資
料
に
よ
っ
て
は
わ
か
ら
な
い
が
、｢

五
代｣

は
亂
世
で
あ
り
、
倣

う
に
値
す
る
制
度
は
な
い
と
い
う
宋
朝
の
基
本
姿
勢
が
こ
こ
に
現
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
五
代
の
亂
世
を
太
平
の
世
に
す
る
宋
朝

な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
後
周
の
世
宗
の
暦(

王
朴
作
成
の｢

欽
天
暦｣)

が
早
く
も
天
文
に
合
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
さ
れ
、
太
祖
が
序
文

を
書
い
た

｢

應
天
暦｣

が
頒
行
さ
れ
て
い
る

(�)

。

さ
て
、
こ
の
郊
祀
の
際
に
は
、
呉
越
と
南
唐
が
、
多
額
の
助
祭
錢
を

貢
納
し
て
い
る

(�)
。
呉
越
は
、
王
族
を
郊
祀
に
參
加
さ
せ
て
い
る

(�)

。
こ
の

年
の
二
月
に
納
地
し
た
高
繼
沖
は
一
族
を
擧
げ
て
、
開
封
に
至
り
、
一

一
月
の
南
郊
に
參
加
す
る
。
そ
の
際
に

｢

郊
祀
銀｣

萬
兩
を
獻
上
し
て

い
る

(�)
。
こ
れ
は
後
周
の
世
宗
の
時
に
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
、｢

故
遠

人
不
服
、
則
修
文�
以
來
之
。
既
來
之
則
安
之
。｣

と
い
う
儒�
的
な

｢

平
邊
策｣

の
實
現
と
も
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
太
祖
は
一
七
年
の
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治
世
の
な
か
で
、
四
度
の
南
郊
親
祭
を
行
う
。
太
祖
一
代
に
お
い
て
複

數
回
の
郊
祀
が
行
わ
れ
る
事
態
は
ど
う
し
て
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ｃ
、
不
定
期
の
南
郊

(

太
祖)

太
祖
の
四
度
の
南
郊
は
、
後
の
三
年
一
郊
と
は
違
い
、
實
施
時
期
は

不
定
期
で
あ
る
。
乾�
元
年

(

九
六
三)

の
郊
祀
は
、
荊
南
と
湖
南
を

宋
の
版
圖
に
組
み
入
れ
た
段
階
で
行
わ
れ
て
い
る
。
つ
づ
い
て
、
後
蜀

を
併
合
し

(

乾�
三
年

(
九
六
五))

、
西
南
夷
を
服
從

(

九
六
六)

さ

せ
た
後
、
乾�
六
年

(

九
六
八)
一
一
月
に
南
郊
親
祭
を
行
い
大
赦
・

改
元

(

開
寶
元
年)

と
す
る
。
郊
祀
の
實
施
を
告
げ
る
詔
勅
に
は
、

さ
き
に
蜀
土
し
た
が
わ
ず
、
自
ら
釁
隙
を
ひ
ら
く
。
興
師
し
て
問

罪
す
る
に
及
ぶ
に
、
に
わ
か
に�親ひ

つ
ぎ

を
輿か

つ

ぎ
て
も
っ
て
來
降
す
。

既
に
不
陣
の
功
を
な
す
は
、
じ
つ
に
天
よ
り
の�
を
う
け
る
。
加

う
る
に�
年
豐
稔
に
し
て
、
黎し

よ

庶み
ん

、
咸
な
安
す
ん
じ
、
三
邊
、�

柝
の
虞
な
く
、
五

緯

い
つ
つ
の
わ
く
せ
い

、
連
珠
の
異
あ
る
を
も
っ
て
す
。

鴻

休

お
お
い
な
る
さ
い
わ
い

を
み
る
こ
と
か
く
の
ご
と
し
。
涼�
を
顧
る
に
な
に

を
も
っ
て
勝
ら
ん
。
宜
し
く
報
謝
の
誠
を
の
ぶ
べ
し
、
ま
さ
に
告

成
の
禮
を
展
ぜ
ん
。
朕
今
年
十
一
月
二
十
四
日
を
も
っ
て
、
こ
と

南
郊
に
あ
り

(�)

。

と
あ
り
、
後
蜀
を
平
定
し
た
こ
と
を

｢

天�｣
と
し
て
天
に
感
謝
す
る

た
め
の
南
郊
で
あ
っ
た
。

南
漢
を
平
定
し
た
の
が
、
開
寶
四
年

(

九
七
一)

二
月
の
こ
と
で
あ

る
が
、
同
年
一
一
月
に
南
郊
し
て
い
る
。『

長
編』

で
は
、｢

上
既
平
廣

南
、
欲
行
報
謝
之
禮
。｣

(�)

と
あ
り
、｢

開
寶
四
年
有
事
南
郊
詔｣ (�)

に
は
、

｢

聲�
既
通
南
夏｣

と
あ
り
、
南
漢
平
定
を
天
に
報
告
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。｢

開
寶
四
年
南
郊
赦
天
下
制｣

に
は
、

我
が
國
家
は
上
天
の
景
命
を
う
け
、
四
海
の
歡
心
を
あ
わ
せ
、
車

書
大
同
し
、
聲�
は
と
お
く
お
お
う
。
こ
こ
に
自
ら
五
嶺
塵�
、

南
溟
浪
靜
し
、
萬
里
の
封
疆
を
ひ
ら
き
、
兆
民
の
蘇
息
を
い
た
す

(�)

。

と
あ
り
、
こ
の
赦
文
に
よ
っ
て
、
南
漢
が
征
服
さ
れ
た
こ
と

(｢

塵�
五
嶺
、
浪
靜
南
溟｣)

が
、
領
内
に
傳
え
ら
れ
る
。
大
赦
は
郊
祀
の
度

に
行
わ
れ
る
。
太
祖
時
代
の
郊
祀
赦
文
は
、
宋
朝
の
領
土
擴
大
を
告
げ

る
も
の
だ
っ
た
。
赦
文
は
進
奏
院
を
通
じ
て
藩
鎭
に
傳
達
さ
れ
、
州
縣

に
お
い
て
庶
民
の
前
で
宣
讀
さ
れ
、
里
で
は
粉
壁
に
掲
示
さ
れ
る

(�)

。
大

赦
は
、
犯
罪
者
の
赦
免
だ
け
で
は
な
く
、
税
金
の
減
免
や
、
借
財
の
取

り
消
し
な
ど
、
一
般
庶
民
の
生
活
に
も
深
い
關
わ
り
が
あ
る

(�)

。
赦
文
を

メ
デ
ィ
ア
と
し
て
、
宋
朝
の
版
圖
の
擴
大
が

｢

率
土｣

(

宋
の
領
域)

の
隅
々
に
ま
で
傳
達
さ
れ
た
の
で
あ
る

(�)

。

更
に
開
寶
八
年

(

九
七
五)

一
一
月
、
江
南

(

舊
南
唐)

を
平
定
す

る
。
太
祖
は
、
九
年
の
正
月
辛
未
、
開
封
で
南
唐
後
主
李�
と
會
見
す

る
。
そ
の
四
月
太
祖
は
、
江
南
を
平
定
し
た
こ
と
を
、
鞏
縣
の
安
陵
に

報
告
し
、
さ
ら
に
西
方
の
洛
陽
に
行
幸
し
、
そ
の
南
郊
で

｢

上
天｣

に

報
告
す
る

(�)
。
こ
の
郊
祀
は
、
洛
陽
で
行
わ
れ
る
な
ど
特
別
な
も
の
で
あ
っ

た
。
洛
陽
遷�
の
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
ま
た
、
郊
祀
が
領
土
の
擴
大
と
天
下
統
一
の
過
程
を
宣
傳
す

る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
見
地
に
立
つ
と
、
開
封
で
は
な
く
太
原
に
近
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い
洛
陽
で
行
っ
た
の
は
、
ま
だ
服
從
し
て
い
な
い
、
北
漢
へ
の
ア
ピ
ー

ル
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
可
能
性
を
史
料
上
直
接
的
に
は
明
ら

か
に
で
き
な
い
が
、
太
祖
は
こ
の
西
京
行
幸
の
直
後
に
北
漢
攻
撃
を
命

じ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い

(�)
。
少
な
く
と
も
、
皇
帝
の
鹵
簿

が
、
開
封
か
ら
洛
陽
に
移
動
し
て
、
そ
こ
で
南
郊
儀
禮
を
行
う
こ
と
は
、

｢

率
土
の
混
同｣

を
中
原
一
帶
に
視
覺
的
に
印
象
づ
け
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。南

郊
で
の
祭
禮
を
お
え
た
太
祖
は
西�
洛
陽
の
宮
城
正
南
門
で
あ
る

丹
鳳
門
で
大
赦
を
發
布
し
て
い
る
。｢

開
寶
九
年
西
京
南
郊
赦
天
下
制｣ (�)

に
は
、我

が
國
家
は
受
命
開
基
し
、
民
を
化
し
物
を
育
て
る
。
乾
坤
の
垂

佑
を
に
な
い
、
文
軌
の
大
同
を
い
た
す
。�
な
れ
ば
朝
政
は
雍
熙

に
し
て
、
外
な
れ
ば
武
功
は
震
耀
た
り
。
西
川
を
克
復
し
て
五
嶺

を
蕩
平
す
る
に
お
よ
び
、
聲�
は
寰
瀛

テ

ン

カ

を
お
お
い
、
生
靈
は
富
壽

を
納
む
。
た
だ
江
表
の
み
、
い
ま
だ
埃

塵

は
ん
き
が
、
ひ
る
が
え
る

あ
り
。
し
ば
し

六
師
を
う
ご
か
し
、
つ
い
で
一
境
を
廓�
す
。
數
千
里
の
風
霾
す

で
に
つ
き
、
百
萬
家
の
生
聚
は
歸
す
る
を
知
る
。
そ
れ
久
し
く
困

し
む
の
民
を
蘇
ら
せ
、
布
す
る
に
惟
新
の
化
を
も
っ
て
す
は
、

沖
人

わ
た
く
し

の
克
乂
に
あ
ら
ず
、
皆
な
上
帝
の
儲
休
な
り
。
い
ま
首
夏
の

良
辰
を
卜
す
に
、
西�
の
正
位
に
つ
き
、
そ
の
燔
燎
を
備
え
、
潔

う
に
豆�
を
も
っ
て
し
。
み
ず
か
ら
告
謝
の
誠
を
申
し
、
も
っ
て

恭
虔
の
志
を
た
っ
す
。
奠
玉
の
盛
儀
は
す
で
に
お
わ
り
、
普
天
の

慶
澤
は
じ
め
て
行
わ
れ
る
。
宜
し
く
曠
蕩
の
恩
を
ひ
き
、
も
っ
て

混
同
の
化
を
表
す
た
め
、
天
下
に
大
赦
す
べ
し
。

と
あ
る
。
先
に
行
わ
れ
た

｢

西
川｣

(

蜀)

・｢

五
嶺｣

(

南
漢)

の
平
定

に
ま
ず
觸
れ
、
そ
の
上
で
江
南
が
平
定
さ
れ
た
、
そ
の
成
功
は

｢

沖
人
わ
た
く
し｣

が

｢

克

乂

す
ぐ
れ
て
い
る｣

か
ら
で
は
な
く
、｢

上
帝
の
儲

休
さ
い
わ
い｣

に
よ
る
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
に
感
謝
す
る
こ
と
が
南
郊
儀
禮
の
目
的
で
あ
る
、
そ
れ
ゆ

え
に
天
下
に
大
赦
す
る
、
と
告
げ
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
太
祖
時
代
の
郊
祀
は
領
土
擴
大
を
、
天
や
祖
先
へ

報
告
す
る
と
同
時
に
、
赦
文
を
通
じ
て
天
下
へ
傳
達
す
る
營
み
と
し
て
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機
能
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
領
土
擴
大
が
段
階
的

に
行
わ
れ
た
宋
太
祖
時
代
に
お
い
て
、
三
回
に
わ
た
っ
て
擧
行
さ
れ
た

郊
祀
は
、
後
に
出
現
す
る
一
年
三
郊
と
い
う
定
期
的
な
も
の
で
は
な
く
、

不
定
期
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

三
、
祝
祭
化
す
る
郊
祀
と
三
年
一
郊
の
確
立

ａ
、
領
土
擴
大
の
停
止
と
郊
祀
の
定
期
的
擧
行

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
洛
陽
か
ら
開
封
に
戻
っ
た
太
祖
は
開

寶
九
年

(

九
七
六)

一
〇
月
に
急
死
し
、
開
封
尹
光
義
が
、
二
代
目
の

太
宗
と
し
て
即
位
す
る

(

大
赦)

。
一
二
月
に
な
っ
て
か
ら
太
平
興
國

元
年
と
改
元
し
大
赦
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
年
は
合
計
三
回
の
大

赦
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
赦
文
に
よ
っ
て
庶
民
に
至
る
ま
で
、
江
南
平

定
・
太
祖
崩
御
・
太
宗
即
位

(�)
・
改
元

(�)
を
否
應
な
く
知
ら
さ
れ
た
は
ず
で

あ
る
。

太
宗
が
最
初
に
南
郊
を
行
っ
た
の
は
、
太
平
興
國
三
年

(
九
七
八)

一
一
月
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
年
の
五
月
、
呉
越
國
王
錢
俶
は
、
十
三

州
を
獻
上
し
、
兩
浙
の
地
は
北
宋
の
も
の
と
な
る
。
こ
の
前
月
、�
州

泉
州
に
自
立
し
て
い
た
陳
洪
進
も
領
土
を
獻
上
し
て
き
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
事
態
を
受
け
て
の
郊
祀
で
あ
る
が
、
友
好
國
の
辭
官
納
地
で
あ

る
た
め
か
、
郊
祀
の
目
的
と
し
て
明
確
に
さ
れ
て
は
い
な
い
よ
う
だ

(�)
。

太
平
興
國
四
年

(

九
七
九)

五
月
、
北
漢
を
平
定
す
る
。
太
宗
は
そ

の
ま
ま
軍
を
率
い
て
、
燕
雲
十
六
州
の
回
復
を
圖
る
が
、
六
月
に
は
契

丹
に
大
敗
す
る
。
北
漢
併
合
を
報
告
す
る
郊
祀
は
、
前
回
の
南
郊
か
ら

三
年
後
の
太
平
興
國
六
年

(

九
八
一)

一
一
月
に
な
っ
て
か
ら
擧
行
さ

れ
る

(�)

。
さ
ら
に
、
三
年
後
の
雍
煕
元
年

(

九
八
四)

一
一
月
に
南
郊
が

擧
行
さ
れ
て
い
る
。

と
す
る
と
、
北
漢
併
合
の
直
後
に
南
郊
を
行
わ
な
か
っ
た
の
は
、
契

丹
戰
の
大
敗
と
い
う
要
因
が
考
え
ら
れ
る
一
方
で
、
三
年
一
郊
と
い
う

原
則
が
芽
生
え
て
い
た
か
ら
と
も
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
南
郊
が
行
わ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
雍
煕
元
年

(

九
八
四)

四
月
に
は
泰
山
の
父
老
が

端
門
に
至
り
封
禪
を
求
め
た
と
い
う

(�)

。
こ
れ
は
、
三
年
一
郊
と
い
う
認

識
に
立
っ
て
、
南
郊
が
あ
る
こ
と
を
察
知
し
た
父
老
た
ち
が
、
そ
れ
な

ら
ば
泰
山
封
禪
を
擧
行
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
申
し
出
た
と
推
測

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

(『

太
平
御
覧』

巻
五
二
七
、
礼
儀
部
、
河
北
教
育
出
版
、
二
〇
〇
〇
、

一
六
七
頁
に
引
く
と
こ
ろ
の

『

漢
舊
儀』

に
は
、｢

漢
法
、
三
歳
一
祭

天｣

と
あ
る
。
九
八
四
年
に
完
成
し
た
こ
の
書
類
編
纂
に
よ
っ
て
こ
の

よ
う
な
記
事
が
時
人
に
注
目
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
よ
う
に
お
も

わ
れ
る
。)

こ
こ
で
、
天
下
統
一
の
事
態
を
う
け
て
の
封
禪
を
行
う
こ
と
が
一
旦

は
決
定
し
て
い
る

(�)
。
太
宗
期
の
頂
點
を
な
す
最
大
の
國
家
儀
禮
と
な
る

は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
決
定
か
ら
一
ヶ
月
後
に
は
中
止
と
な
り
、

こ
の
年
は

(

豫
定
通
り)

郊
祀
を
行
う
。
更
に
そ
の
三
年
後
、
雍
煕
四

年

(

九
八
七)
は
前
年
よ
り
遼
と
全
面
戰
爭

(�)
が
行
わ
れ
て
お
り
、
科
擧

の
試
驗
も
中
止
さ
れ
て
い
る

(�)
。
戰
況
は
宋
軍
に
不
利
で
、
魏
州
・
博
州
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よ
り
北
は
遼
軍
の
蹂
躙
に
ま
か
さ
れ
た

(�)

。
そ
の
た
め
か
南
郊
は
行
わ
れ

な
か
っ
た
が
、
翌
年
の
正
月

(

端
拱
元
年

(

九
八
八))

、
東
郊
に
て
親

祭
を
實
施
し
先
農
を
祀
っ
た

(

藉
田

(�))
。
こ
こ
で
改
元
大
赦
す
る
。

三
年
一
郊
と
い
う
原
則
に
よ
れ
ば
、
次
の
南
郊
は
、
九
九
〇
年

(

淳

化
元)

年
の
一
一
月
と
な
る
が
實
施
せ
ず
、
こ
の
年
の
正
月
改
元
し
た

(�)

。

前
年
の
六
月
に
彗
星
が
出
現

(�)
し
八
月
に
大
赦
し
て
い
る
。
ま
た
遼
へ
の

對
策
が
嚴
し
さ
を�
し
て
い
た
こ
と
も
、
郊
祀
不
實
施
の
背
景
と
考
え

ら
れ
る
。
次
の
南
郊
は
、
淳
化
四
年

(

九
九
三)

正
月
に
實
施
さ
れ
た
。

淳
化
三
年

(

九
九
二)

一
一
月
の
冬
至
で
の
實
施
が
豫
定
さ
れ
た
が
、

太
宗
の
次
子
元
僖
が
そ
の
月
に
急
死
し
た
た
め
延
期
さ
れ
た
の
で
あ

る

(�)
。淳

化
四
年
の
三
年
後
、
至
道
二
年

(

九
九
六)

一
月
に
太
宗
最
後
の

郊
祀
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
三
年
一
郊
と
い
う
郊
祀
の�

隔
は
太
宗
時
代
に
そ
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、

こ
の
至
道
の
郊
祀
は
、
宋
朝
に
お
け
る
郊
祀
の
推
移
に
お
い
て
大
き
な

轉
換
點
と
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
遼
と
の
交
戰
が
小
康
状
態

(�)
と

な
っ
た
こ
の
時
期
、
太
宗
は
北
伐
を
斷
念
し
、
文
治
主
義
に
舵
を
切
っ

た
と
考
え
ら
れ
る

(�)

。『

太
宗
實
録』

端
拱
元
年

(

九
八
八)

三
月
の
記

事
に
は
、｢

至
是
上
頗
有
厭
兵
之
意

(�)｣

と
あ
る
。
そ
れ
に
對
應
し
て
郊

祀
の
在
り
方
が
變
化
し
て
い
っ
た
こ
と
は
想
定
可
能
で
あ
ろ
う
。
領
土

の
擴
大
は
止
ま
り
、
そ
れ
を
天
に

｢

大
報｣

す
る
郊
祀
で
は
な
く
な
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
三
年
一
郊
と
い
う
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
で
南
郊
親
祭

を
行
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

ｂ
、
御
街
の
擴
幅
と
人
口
の
擴
大
、
鹵
簿
の
倍�(

至
道
の
郊
祀)

眞
宗
時
代
、
景�
元
年

(

一
〇
〇
四)

の

｢�
淵
の
盟｣

以
降
は
、

遼
と
の
共
存
が
國
策
と
な
る
。
領
土
の
擴
大
を
誇
示
し
傳
達
す
る
メ
デ
ィ

ア
と
し
て
の
役
割
を
郊
祀
は
果
た
す
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。
代
わ
り
に
、

�
城
空�
の
祝
祭
と
し
て
側
面
が
目
立
っ
て
く
る
。
北
宋
末
の
開
封
に

つ
い
て
の
、
南
宋
初
期
の
記
憶
で
あ
る

『

東
京
夢
華
録』

で
は
、｢

上

元
觀
燈｣

や

｢

金
明
池
爭
標｣

な
ど
と
竝
ぶ�
城
の
歳
時
記
中
の
祝
祭

(

南
郊
は
毎
年
で
は
な
い
が)

の
一
つ
と
し
て
、
印
象
的
に
記
述
さ
れ

て
い
る

(�)

。

そ
れ
ら
の
祝
祭
は
同
樣
に

｢

與
民
同
樂｣

と
い
う
言
葉
に
表
さ
れ
る

宋
代
の
政
治
文
化
あ
る
い
は�
城
文
化
を
現
出
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ

い
て
詳
し
く
觸
れ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、�
人
が
皇
帝
の�
治
に
よ
っ

て
豐
か
に
暮
ら
す
イ
メ
ー
ジ
の
演
出
な
の
で
あ
る

(

張
擇
端

『�
明
上

河
圖』

も
そ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
を
描
い
た
圖
卷
で
あ
る)

。『

夢
華
録』

に
よ
る
と
、
郊
祀
に
先
立
つ
こ
と
二
ヶ
月
前
、
鹵
簿
の
訓
練
が
始
ま
る
。

特
に
巨
大
な
象
が
六
頭
で
鹵
簿
の
先
頭
を
務
め
た
が
、
そ
の
訓
練
は
、

�
人
に
郊
祀
の
訪
れ
を
實
感
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
と
い
う

(�)

。
象
の
出
現

は�
瑞
で
あ
り

(�)
、
皇
帝
の�
治
を
象
徴
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
の
舞
臺
空�
と
し
て
宋
代
開
封
の
特
徴
と
し
て
備
え
ら
れ

て
い
た
の
が
御
街
・
御
廊
で
あ
る
。
御
街
は
三
分
さ
れ
て
お
り
、
眞
ん

中
の

｢

中
道｣
が
皇
帝
が
中
心
の
鹵
簿
の
中
核
が
進
む
道
で
あ
り
、
そ

の
兩
側
は
、
護
衞
兵
が
詰
め
た
。
街
路
の
兩
側
に
は
、
一
七
〇� (�)

の
長

― 34 ―



さ
の
列
柱
廊
が
建
設
さ
れ
て
お
り
、『

夢
華
録』

で
は

｢

御
廊｣

と
稱

せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
御
廊
は
、�
行
事
を
執
り
行
う
た
め
の
公
共
空

�
で
も
あ
り
、
郊
祀
の
際
に
は
通
過
す
る
鹵
簿
を
見
物
す
る
棧
敷
が
も

う
け
ら
れ
た
と
い
う
。
唐
長
安
の
朱
雀
門
街
で
は
、
兩
側
に
は
視
線
を

遮
る
坊
牆
が
そ
び
え
立
っ
て
い
た
が
、
一
方
の
開
封
で
は
觀
衆
に
あ
ふ

れ
か
え
る
御
廊
が
左
右
に
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
金
元
明�
の�

城
で
は
、
千
歩
廊
と
い
う
建
造
物
が
設
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
起
源
が
開

封
の
御
廊

(

廊
千
歩)
で
あ
る
。

『

夢
華
録』

で
は
御
街
の
幅
が

｢

二
〇
〇
歩｣

(

三
〇
〇
メ
ー
ト
ル)

と
さ
れ
て
い
る
。｢

常
識
的
に
は
考
え
に
く
い｣

と
い
う
見
解
も
あ
る

が
、
ま
ず
、
こ
れ
が
御
廊
の
幅
ま
で
も
含
ん
だ
數
字
と
考
え
て
み
た
い
。

開
封
に
な
ら
っ
て
建
造
さ
れ
た
、
遼
の
中
京
で
は
、
御
廊
は
三�
の
幅

を
持
っ
て
お
り
、
柱
と
柱
の�
隔
は
四
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
、
片
側
一
五

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
あ
っ
た
。
開
封
は
こ
れ
よ
り
も
大
き
い
は
ず
な
の
で
、

兩
側
で
四
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
は
御
廊
の
分
と
な
り
、
街
路
自
體
の
幅
員

は
二
五
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
か
。
唐
長
安
の
朱
雀
門
街
は
、
一
五
〇
メ
ー

ト
ル
で
あ
っ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
唐
代
鹵
簿
を
凌
駕
す
る
人
數
が

動
員
さ
れ
複
線
化
し
て
い
た
宋
代
鹵
簿
が
行
進
す
る
開
封
の
御
街
の
幅

員
は
、
長
安
朱
雀
門
街
の
そ
れ
を
上
回
っ
て
い
て
當
然
で
あ
る
。

御
街
・
御
廊
は
、
太
宗
時
代
の
後
半
に
整
備
さ
れ
て
い
る
。
至
道
元

年

(

九
九
五
年)

正
月
一
五
日
、
太
宗
と
李�
が
宮
城
の
正
門
の
上
か

ら
、
上
元
觀
燈
を
樂
し
む�
人
を
見
な
が
ら
の
對
話
で
あ
る
。

上
、
京
城
繁
盛
を
觀
て
、
み
ず
か
ら
前
朝
の
坊
巷
省
寺
の
所
が
い

ま
ひ
ろ
げ
ら
れ
通
衢
長
廊
た
る
を
指
さ
し
、
よ
り
て
曰
く

｢

晉
の

�
祖
は
優
柔
に
し
て
無
斷
、
か
さ
ね
て
奸
惡
を
な
す
。
少
主
は
昏

蒙
に
し
て
つ
い
に
亡
滅
に
い
た
る
。
漢
朝
に
い
た
る
に
そ
の
政
い

よ
い
よ
亂
れ
、
蘇
逢
吉
・
史
弘
肇
ら
の
輩
は
た
が
い
に
猜
貳
し
、

李�
の
族
は
枉
な
る
も
塗
炭
に
お
ち
い
る
。
こ
の
時
の
京
城
の
人

情
、
倉
惶
に
し
て
ほ
と
ん
ど
生
意
な
し
。
あ
に�
邑
を
營
繕
す
る

い
と
ま
あ
ら
ん
か｣

と
。�
こ
た
え
て
曰
く

｢

晉
漢
の
事
、
老
臣

も
備
な
經
る
。
い
ま
陛
下
は
治
道
に
恭
勤
し
聽
政
に
倦
む
こ
と
な

し
。
四
海
の�
晏
、
輦し

ゅ

轂と

の
繁
盛
を
致
す｣

と
。
上
曰
く

｢

勤
政
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憂
民
は
帝
王
の
常
事
の
み
。
朕
は
繁
華
を
も
っ
て
樂
と
な
さ
ず
、

蓋
し
民
安
を
も
っ
て
安
と
な
す｣

と

(�)

。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、｢

今｣
｢

通
衢
長
廊｣

が
五
代
の
官
廳
群
を
壞
し
て

擴
幅
さ
れ
て
作
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
史
料
に
は
、
上
元
觀
燈
の
行
事

に
湧
く�
城
民
の
繁
盛
を
見
る
と
い
う
と
い
う
太
宗
の
行
爲
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
五
代
は
亂
世
で
あ
り
、
現
在
の
京
師
の
よ
う
に
整
備
で
き

な
か
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
太
宗
ら
に
と
っ
て
み
る

と

｢

京
師
繁
華｣

は
五
代
を
超
克
し
た

(

宋
朝
の)

正
統
性
の
證
明
な

の
で
あ
る
。

こ
れ
よ
り
先
の
淳
化
四
年

(

九
九
三)

の
南
郊
赦
文
に
は
、｢

士
民

の
繁
盛
を
み
て
、�キ

ン

衞グ
ン

の
駢

羅

な
ら
び
つ
ら
な
る

を
望
み
、
普
天
と
こ
の
大
慶
を
同

じ
く
せ
ん
と
思
う｣ (�)
と
あ
り
、
こ
こ
で
は
郊
祀
の
目
的
と
は
、(

首�
開
封
の)

士
民
の
繁
盛
や
、
禁
軍
の
鹵
簿
の
な
ら
び
つ
ら
な
る
樣
を
望

む
こ
と
で
、
天
と
大
慶
を
共
に
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
先
に
示
し

た
よ
う
に
、
御
廊
は
南
郊
儀
禮
の
際
の
鹵
簿
を�
人
が
觀
覽
す
る
た
め

の
臨
時
の
棧
敷
が
設
け
ら
れ
る
場
所
で
も
あ
っ
た
。
見
る
側
と
見
ら
れ

る
側
の
共
同
作
業
と
し
て
、�
城
繁
華
が
演
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
至

道
二
年

(

九
九
六)

の
赦
文
に
も
、

・
・
・
斯
爲
大
報
。
百�
效
祉
、�
侯
駿
奔
。
羅�
衞
於
康
莊
、

煙
霞
動
色
。
設
宮
懸
於
兩
觀
、
金
石
成
文
。
千
官
扈
蹕
以
雲
從
、

萬
姓
歡
呼
而
雷
動
。
禮
終
嚴
祀
、
嘉
成
昭
事
之
心
。
候
屬
載
揚
。

廣
布
惟
新
之
慶
。
宜
覃
恩
宥
。
溥
洽
寰
區
。
可
大
赦
天
下

(�)
。

と
あ
る
よ
う
に
、
鹵
簿
の
行
列
と
、
萬
民
の
歡
呼
に
滿
ち
た
南
郊
儀
禮

の
光
景
を
天
下
に
傳
え
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
鹵
簿
の
規
模
は
、
唐

朝
の
そ
れ
を
模
倣
し
た
太
祖
時
代
の
一
萬
人

(�)

か
ら
こ
の
太
宗
至
道
二
年

の
郊
祀
で
は
約
二
萬
人
と
倍�
さ
れ
て
い
る
。『

宋
史』

儀
衞
志
に
は
、

太
宗
至
道
中
、
有
司
に
令
し
て
絹
畫
を
も
っ
て
圖
を
つ
く
ら
し
む
。

圖
は
お
よ
そ
三
幅
な
り
。
①
中
幅
は
車
輅
・
六
引
お
よ
び
導
駕
官
、

②
③
外
の
兩
幅
は
儀
衞
。
そ
の
④�
城
を
警
場
す
も
ま
た
別
圖
を

つ
く
る
。
圖
な
り
て
、
も
っ
て
祕
閣
に
藏
す
。
お
よ
そ
仗�
は
行

事
官
よ
り
職
掌
も
て
排
列
す
、
な
ら
び
に
捧
日
、
奉
宸
、
散
手
天

武
の
外
、
歩
騎
は
一
萬
九
千
一
百
九
十
八
人
な
り
。
こ
れ
極
盛
な

り

(�)

。

と
あ
る
。
鹵
簿
の
倍�
は
、
至
道
郊
祀
に
お
け
る
變
化
を
表
す
一
つ
の

事
例
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
史
料
に
よ
る
と
、
鹵
簿
を
圖
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
記

録
し
た
と
い
う
。

①
中
幅

御
街
の

｢

中
道｣

を
通
る

｢

車
輅
・
六
引
・
導
駕
官｣

②
幅
と
③
幅

兩
幅
の

｢

儀
衞｣

の
圖
。

④

｢

別
圖｣�
城

(

天
壇
に
あ
る
皇
帝
が
宿
泊
す
る
施
設)

の
警

備
状
況
。

現
在
中
國
國
家
博
物�
に
は

｢

大
駕
鹵
簿
圖
・
中
道｣

と
題
さ
れ
た

圖
卷
が
所
藏
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
圖
は
、
殘
念
な
が
ら
、
太
宗
至
道
中

の
も
の
で
は
な
く
、
仁
宗
皇
祐
五
年
の
鹵
簿
を
描
い
た
も
の
と
さ
れ
て

い
る

(�)
。｢

中
道｣
を
行
進
す
る

｢

車
輅
・
六
引
・
導
駕
官｣

な
ど
が
描

か
れ
て
お
り
、
至
道
の
①
中
幅
に
當
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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と
す
る
と
、
中
道
と
そ
の
兩
側
の
側
道
・
御
廊
と
い
う

『

東
京
夢
華

録』

に
み
え
る
御
街
の
構
造
は
、
太
宗
期
後
半
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
、
至
道
郊
祀
に
て
倍�
さ
れ
た
二
萬
人
規
模
の
鹵
簿
の

構
造
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

鹵
簿
に
向
か
っ
て
歡
聲
を
あ
げ
る�
城
の
人
々

(�
人)

も
そ
の
人

口
を�
加
さ
せ
て
い
た
。
太
平
興
國
中

(

九
七
六
〜
九
八
四)

は
、�

河
漕
運
は
一
年
二
〇
〇
萬
石
だ
っ
た

(�)
。
こ
れ
が
や
が
て
、
三
〇
〇
萬
石

(

併
せ
て
菽ま
め

一
〇
〇
萬
石)
と
な
り
、
至
道
元
年

(

九
九
五)

九
月
に

は
、
五
八
〇
萬
石
に�
加
し
た
と
い
う

(�)
。
こ
れ
は
、
南
唐

(

九
七
六)

・

呉
越

(

九
七
八)

を
併
合
し
た
こ
と
に
よ
り
江
浙
の
上
供
米
が
開
封
に

漕
運
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。
消
費
物
資
の�

加
は
、
人
口
の�
加
に
比
例
す
る
。
關
連
す
る
太
宗
の
下
問
に
答
え
て

開
封
の�
市
問
題
に
通
曉
す
る
張� (�)
が
以
下
の
よ
う
に
上
奏
し
て
い
る
。

い
ま
帶
甲
數
十
萬
、
戰
騎
こ
れ
に
か
な
う
は
、
京
師
に
あ
つ
ま
る
。

な
お
亡
國
の
士
民
を
も
っ
て
輦
下

し

ゆ

と

に
あ
つ
む
。
漢
唐
の
京
邑
民
庶

に
く
ら
べ
、
そ
の
人
は
十
倍
な
り
。
・
・
・
た
だ�
の
水
は
中
國

を
よ
こ
た
わ
る
。
首
に
大
河
を
う
け
、
漕
は
江
湖
を
引
き
利
は
南

海
を
つ
く
す
。
天
下
の
財
賦
の
な
か
ば
、
な
ら
び
に
山
澤
の
百
貨

は
、
こ
と
ご
と
く
こ
の
路
に
よ
り
て
す
す
む
。
・
・
・
し
ば
し
ば

�
廢
す
る
と
い
え
ど
も
、
通
流
は
百
代
の
下
た
え
ず
、
つ
い
に
國

家
の
用
た
る
は
、
そ
れ
上
天
の
意
な
る
か
な

(�)
。

開
封
に
は
數
十
萬
の
禁
軍
兵
士
と
、｢

亡
國
之
士
民｣

が
集
め
ら
れ
、

庶
民
人
口
は
漢
唐
に
比
べ
て

｢

十
倍｣

と
な
っ
た
と
誇
張
氣
味
に
説
明

す
る

(

唐
の
長
安
の
人
口
は
最
大
で
七
〇
萬
人
程
度

(�)

で
あ
る
。
一
方
、

太
宗
時
代
開
封
の
人
口
は
、
一
三
〇
萬
程
度
と
推
定
さ
れ
る

(�)

。)

張�
は
、
急
激
な
人
口�
に
對
應
可
能
な
、�
河
に
よ
る
漕
運
の
利
が
あ
っ

た
の
は
、｢

上
天
の
意｣

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。｢

天｣

の
意
思
が
實

現
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
南
郊
で
報
告
す
る
の
が
天
子
た
る
宋
朝

皇
帝
の
務
め
で
あ
る
。
天
の

｢

休
さ
い
わ
い｣

に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
京
師
の

繁
榮
を
天
に
報
告
し
、
赦
文
を
通
じ
て
天
下
に
も
傳
達
す
る
こ
と
、
こ

れ
は
領
土
擴
大
が
止
ま
り
對
遼
戰
も
劣
勢
と
な
っ
た
宋
朝
に
お
い
て
、

皇
帝
政
治
の
正
當
化
の
演
出
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
三
年
一
郊
の
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
で
行
う
こ

と
が
求
め
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。

一
方
で
、�
城
繁
華
の
演
出
は

｢

遼｣

へ
の
對
抗
手
段
だ
っ
た
と
も

考
え
ら
れ
る
。
先
引
の

『

宋
史』

の
下
文
に
は
、
景
祐
五
年

(

一
〇
三

八)

の
賈
昌
朝
上
奏
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、

南
郊
の
大
駕
鹵
簿
・
儀
衞
は
は
な
は
だ
お
お
く
、
有
司
は
典
禮
・

名
物
の
次
第
・
兵
仗
の
數
目
に
よ
り
て
、
あ
ら
か
じ
め
分
布
し
、

五
使
が
量
行
案�
に
お
よ
ぶ
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
執
掌
に
つ
か
わ

さ
れ
る
吏
員
兵
伍
は
、
も
と
よ
り
閑

し
ゆ
う

習
じ
ゆ
く

せ
ざ
る
が
ご
と
し
。
行

列
の
先
後
、
多
く
次
序
を
う
し
な
う
。
持
つ
と
こ
ろ
の
名
物
も
ま

た
あ
る
い
は
差
互
せ
り
。
押
當
官
、
た
だ
行
事
を
も
っ
て
名
と
爲

し
、
便
に
從
い
て
趨
進
し
、
そ
の
守
る
と
こ
ろ
を
う
し
な
う
。
ひ

そ
か
に
お
も
う
に
、
三
載
の
親
郊
は
國
の
大
事
な
り
。
旁
に
な
ら
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べ
し
象

物

は
た
さ
し
も
の

、
仰
ぎ
て
乾
行

て
ん
ど
う

に
の
っ
と
る
。
四
方
の
人
、
こ
こ
に

禮
を
み
る
。
よ
ろ
し
く
制
度
を
あ
き
ら
か
に
し
、
も
っ
て
光
華
を

示
す
べ
し

(�)
。

と
あ
る
よ
う
に
、｢

四
方
之
人｣

に
、
宋
朝
の

｢

光
華｣

を
見
せ
る
こ

と
が

｢

三
載
の
親
郊｣

の
役
割
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

�
淵
の
盟
か
ら
は
、
開
封
に
は
遼
使
が
毎
年
二
度
来
訪
し
滯
在
し
た
。

開
封
の
景
觀
は
草
原
に
傳
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
は
御
街
西

側
の�
亭
驛
に
宿
泊
し
、
宮
城
へ
向
か
う
際
は
、
特
例
と
し
て
中
道
を

通
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
と
い
う
。
遼
が
一
〇
〇
七
年
に
建
設
し
た
中�

大
定
府
に
は
、
中
軸
線
街
路
に

｢
通
衢
長
廊｣

を
も
つ
開
封
の
プ
ラ
ン

が
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

(�)
。
遼
の�
城
建
設
に
影
響
を
及
ぼ

し
た
と
い
う
こ
と
は
宋
朝
の

｢

文
化
戰
略｣
は
成
功
し
た
と
い
え
る
の

で
は
な
い
か
。

眞
宗
時
代
の�
淵
の
盟
は
、
宋
遼
の
不
安
定
な
關
係
を
調
整
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
や
は
り
宋
か
ら
す
る
と
屈
辱
的
な
盟
約
で
あ
る
。
そ
れ

を
糊
塗
す
る
た
め
に
眞
宗
が
と
っ
た
方
法
は
、
天
書
の
降
下
を
は
じ
め

と
す
る
道�
に
よ
る
國
家
統
合
で
あ
り
、
太
宗
が
な
し
え
な
か
っ
た
封

禪
や
汾
陰
祀
な
ど
の
國
家
儀
禮
の
擧
行
で
あ
る
。
開
封
宮
城
の
宣�
門

東
南
に
、
聖
祖
趙
玄�
以
下
の
宋
朝
皇
帝
の�
御

し
よ
う
ぞ
う

を
祀
る
道
觀

｢

景

靈
宮｣

が
建
設
さ
れ
、
郊
祀
に
お
い
て
祭
禮
を
行
う
地
點
に
加
え
ら
れ

た
。
こ
の
制
度
は
、
南
宋
に
も
受
け
繼
が
れ
て
い
っ
た

(

太
廟
の�
主

と
と
も
に
景
靈
宮
の�
御
は
杭
州
に
運
ば
れ
、
郊
祀
の
復
活
に
利
用
さ

れ
る)

。
中
國
の
民
族
宗�
と
い
う
位
置
づ
け
も
可
能
な
道�
の
重
視

(�)
と�
城
繁
盛
の
演
出
と
い
う
新
し
い
郊
祀
の
要
素
は
、
平
時
に
お
け
る

遼

(

佛�
主
義

(�))

へ
の
對
抗
關
係
と
し
て
宋
朝
が
取
り
入
れ
た
も
の
で

あ
る
。お

わ
り
に

梅
原
郁
氏

[

梅
原
一
九
八
六]

は
、
唐
宋
變
革
と
い
う
枠
組
み
の
中

で
、
宋�
開
封
に
お
け
る
南
郊
儀
禮
を
分
析
す
る
。
そ
し
て
、
唐
代
ま

で
の
そ
れ
が
皇
帝
と
支
配
者
階
級
の
祭
り
で
あ
っ
た
が
、
宋
代
に
は
總

合
的
な
皇
帝
を
核
と
し
た

｢

國�
の
定
期
的
な
ペ
ー
ジ
ェ
ッ
ト｣

へ
變

化
し
た
と
い
う
見
方
を
提
示
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
氏
の
卓
見
を
ふ
ま

え
つ
つ
、
宋
代
の
郊
祀
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
よ
う
に
な
っ

た
の
か
、
時
代
背
景
や�
城
空�
の
特
徴
を
提
示
し
て
檢
討
し
て
き
た
。

唐
後
半
か
ら
五
代
十
國
に
お
い
て
は
南
郊
儀
禮

(

親
祭)

は
、
ほ
ぼ

一
代
一
郊
で
行
わ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
即
位
を
天
に
報
告
す
る
こ

と
が
目
的
だ
っ
た
。
多
く
の
國
か
ら
の
朝
貢
・
進
奉
を
受
け
て
い
た
後

唐
は
、�
國
の
貢
獻
を
利
用
し
て
、
南
郊
儀
禮
を
擧
行
し
、
そ
の
資
金

の
多
く
は
、
兵
士
へ
の
郊
賞
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
し
か
し
、
後
晉
や

後
漢
・
後
周
で
は
朝
貢
關
係
を
も
っ
て
い
た
國
が
少
な
く
、
南
郊
儀
禮

を
行
う
こ
と
が
で
き
た
の
は
後
周
の
太
祖
だ
け
で
あ
っ
た
。

宋
朝
に
な
る
と
一
人
の
皇
帝
が
そ
の
治
世
の�
に
頻
繁
に
南
郊
儀
禮

を
行
っ
て
い
る
。
太
祖
は
四
回
の
南
郊
親
祭
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

段
階
的
に
成
就
し
た
領
土
擴
大
を
天
の
恩
惠
と
し
て
天
に
感
謝
し
、
禁
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軍
兵
士
に
郊
賞
を
行
う
も
の
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の�
隔
は
ま

ち
ま
ち
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
南
郊
の
最
後
に
行
わ
れ
る｢

大
赦｣

に
よ
っ

て
天
下
の
人
々
に
領
土
擴
大
を
傳
達
し
、
宋
朝
政
府
が

｢

五
代｣

と
し

て
認
定
し
た
、
唐
末
か
ら
宋
の�
の
五
三
年�
の
期�
に
興
亡
し
た�

王
朝
と
は
違
う
本
格
的
な
王
朝
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
。

そ
の
制
度
は
、
唐
朝
の
制
度
を
繼
承
し
た
も
の
と
し
て
演
出
さ
れ
た
。

こ
れ
も

｢

五
代｣

を
超
克
し
た
こ
と
を
示
す
こ
と
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
太
宗
の
後
半
期
、
遼
と
の
戰
い
に
敗
北
し
領
土
擴
大
は

停
止
す
る
。
こ
こ
で
、
南
郊
に
お
い
て
、
天
や
天
下
に
傳
達
す
る
内
容

は
變
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
本
稿
の
檢
討
に
よ
っ
て
、
そ
の
轉
換
點
は

太
宗
の
治
世
が
終
わ
り
に
近
づ
く
、
至
道
元
年

(

九
九
五)

の
前
後
と

い
う
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
れ
以
降
の
南
郊
儀
禮
は
、｢�
城
の
繁
華｣

に
象
徴
さ
れ
る
經
濟
的
な
發
展
を
、
天
に
對
し
て
報
告
し
感
謝
す
る
も

の
に
變
化
し
て
い
る
。�
加
し
た�
人
の
、
盛
大
な
歡
呼
に
應
え
な
が

ら
、
擴
幅
さ
れ
た
御
街
を
、
こ
れ
ま
で
の
二
倍
の
人
數
に
擴
大
さ
れ
た

鹵
簿
を
率
い
て
皇
帝
が
南
郊
に
行
幸
し
て
天
に
謝
意
を
述
べ
る
。
さ
ら

に
、
こ
こ
で
示
さ
れ
た
宋
朝
の
繁
榮
を
大
赦
を
通
じ
て
天
下
に
示
す
。

宋
初
、
開
封
の
人
口
構
成
の
多
く
を
占
め
る
の
は
禁
軍
軍
人
と
そ
の

家
族
だ
っ
た
。
彼
ら
を
厚
遇
に
よ
り
懷
柔
す
る
こ
と
が
宋
朝
軍
政
の
基

本
で
あ
る

(�)

。
宋
朝
が
郊
祀
を
定
期
的
に
行
い
、
禁
軍
へ
の
賜
與
を
厚
く

行
う
の
は
、
禁
軍
兵
士
を
管
理
す
る
面
か
ら
重
要
な
統
治
行
爲
と
な
っ

た
。
太
宗
時
代
に
は
禁
軍
數
が
倍�
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
開
封
の

人
口
も
大
幅
に�
加
す
る
。
そ
れ
は

｢

京
師
繁
盛｣

と
い
う
面
で
唐
を

こ
え
た
朝
代
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
導
き
出
す
。
呉
越
・
後
唐
の
二
大

國
家
を
併
合
し
、
朝
貢
で
は
な
く
上
供
と
い
う
形
で
、
物
資
が�
河
を

通
じ
て
開
封
に
漕
運
さ
れ
る
。
そ
の
數
量
も
倍�
し
、�
加
し
た
消
費

を
さ
さ
え
た
。

宋
初
に
お
い
て
は
、｢

五
代｣

の
亂
世
を
超
克
し
た

｢

唐
朝
の
後
繼

王
朝｣

と
い
う
同
時
代
認
識
を
持
と
う
と
し
て
い
た
宋
人
た
ち
も
、
太

宗
末
年
頃
に
な
る
と
、(

唐
宋
變
革
と
現
代
で
は
指
摘
さ
れ
て
い
る)

す
ぐ
れ
た
政
治
文
化
と
經
濟
體
制
を
も
っ
た

｢

わ
れ
ら
が
宋
代｣

([

小

島
一
九
九
九]

一
八
〇
頁)

と
い
う
同
時
代
認
識
を
抱
き
始
め
て
い
た
。

目
の
前
に
は
、
唐
の
長
安
に
比
べ
て
も
繁
華
に
み
え
る
東
京
開
封
府
が

現
出
し
て
い
た
。
太
宗
は
、
上
元
節
に
湧
く�
城
空�
を
見
つ
め
な
が

ら
、｢

國
家
、
五
代
干
戈
の
後
に
乗
ず
。
朕
は
孜
孜
と
し
て
理
を
も
と

め
、
惟
う
に
上
天
の
垂�
を
の
ぞ
む
の
み
、
こ
れ
生
民
の�
な
ら
ん
。

い
ま
天
下
の
阜
安
、
京
師
の
繁
盛
、
甚
だ
以
っ
て
慰
め
と
な
る｣ (�)

と
述

べ
て
い
る
。
こ
の

｢

上
天
垂�｣
の
た
め
繁
榮
し
て
い
る�
城
空�
で

行
わ
れ
る
南
郊
儀
禮
は
、
上
元
觀
燈
、
金
明
地
爭
標
な
ど
の
祝
祭
と
な

ら
ぶ
、�
市
歳
時
記
の
重
要
な
要
素
と
し
て
後
世
に
記
憶
さ
れ
る
よ
う

に
な
る

(『

東
京
夢
華
録』)

。

小
島
氏
に
よ
る
と
、
思
想
史
の
上
で
の
唐
を
模
倣
し
よ
う
と
い
う
心

情
と
の
決
別
は
、
孫�(
九
六
二
〜
一
〇
三
三)

が
眞
宗
時
代
に
封
禪

や
汾
陰
祭
祀
に
對
し
て
反
對
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
と
い
う

(�)

。
そ
れ
は
、

ち
ょ
う
ど
唐
の
模
倣
か
ら
始
ま
っ
た
南
郊
祭
祀
が
、
三
年
一
郊
を
遵
守

す
る
定
期
的
な
行
事
と
な
っ
た
こ
と
と
重
な
る
。
ま
た
、�
城
開
封
の
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人
口
が
唐
長
安
を
遙
か
に
凌
駕
し
、
御
街
・
御
廊
の
空�
が
形
成
さ
れ
、

獨
自
の�
城
空�
の
國
家
的
祝
祭
と
し
て
確
立
す
る
時
期
に
重
な
る
の

で
あ
る
。

三
年
一
郊
で
大
赦
を
行
う
こ
と
で
、
基
層
社
會
に
至
る
ま
で
皇
帝
の

存
在
と
帝
國
の
繁
榮
を
定
期
的
に
傳
達
さ
れ
た
。
ま
た
、
遼
使
に
對
す

る
國
勢
の
ア
ピ
ー
ル
と
し
て
も
有
効
的
だ
っ
た
。
宋
代
の
郊
祀
が
國
家

財
政
が
苦
し
い
中
で
も
巨
費
を
投
じ
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、
趙
翼

『

二
十
二
史
箚
記』

が
つ
と
に
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る

(�)

。

そ
の
中
で
も
特
に
、
禁
軍
へ
の
郊
賞
が
多
く
を
占
め
る
も
の
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
宋
朝
の
郊
祀
は
、
宋
朝
の
中
央
集
權
的
な
政
治
・
軍
事

體
制
と
い
う
歴
史
的
な
特
色
を
背
景
と
す
る
も
の
と
し
て
了
解
す
る
こ

と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
儒�
儀
禮
の
王
權
論
と
し
て
の
天
を
祀
る
儀

禮
行
爲
だ
け
の
存
在
で
は
な
く
、
宋
朝
政
治
文
化
の
根
本
に
關
わ
る
よ

う
な
行
事
だ
っ
た
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
南
宋
に
至
る
ま
で
三
年

一
郊
と
い
う
定
式
化
し
た
ス
タ
イ
ル
で
繼
續
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
ほ
か
に
も
、
重
要
な
檢
討
課
題
が
郊
祀
に
つ
い
て
は
ま
だ
依
然

と
し
て
殘
さ
れ
て
い
る
。
主
な
も
の
を
あ
げ
る
と
、
官
員
に
對
し
て
南

郊
の
時
に
行
わ
れ
る
恩
陰
、
ま
た
、
の
ち
に
明
堂
祀
が
南
郊
儀
禮
と
交

互
開
催
と
な
っ
た
こ
と
。
ま
た

『

周
禮』

に
よ
る
新
法
改
革
が
行
わ
れ

る
と
、
郊
祀
制
度
に
も
見
直
し
が
行
わ
れ
る
。
特
に
、
そ
れ
以
前
は
天

と
地
を
冬
至
に
合
祭
し
て
い
た
が
、
新
法
黨
は
分
祭
を
主
張
し
た
。
南

宋
で
は
再
び
合
祭
に
戻
っ
た
こ
と
な
ど
を
論
じ
る
こ
と
で
、
南
宋
國
家

に
つ
い
て
論
じ
る
新
し
い
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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古
書
院

久
保
田
和
男

二
〇
一
一

｢

宋
朝
に
お
け
る
地
方
へ
の
赦
書
の
傳
達
に

つ
い
て｣

『

史
滴』

第
三
三
號

久
保
田
和
男

二
〇
一
七

｢

遼
中
京
大
定
府
の
建
設
と
空�
構
造｣

『

東
方
學』

第
一
三
三
輯

久
保
田
和
男

二
〇
一
八｢

五
代
・
北
宋
に
お
け
る�
城
洛
陽
の
退
場
―

中
國�
城
史
の
轉
換
點
に
寄
せ
て｣

『

東
洋
史
研
究』

第
七
六
卷

第
四
號

久
保
田
和
男

二
〇
一
九

｢｢

五
代
十
國｣

と
南
郊
儀
禮｣

『

東
方
學』

第
一
三
七
輯

小
島
毅

一
九
八
九

｢

郊
祀
制
度
の
變
遷｣

『

東
洋
文
化
研
究
所
紀
要』

一
〇
八
册

小
島
毅

一
九
九
九

『

宋
學
の
形
成
と
展
開』

創
文
社

佐
川
英
治

二
〇
一
六

『

中
國
古
代�
城
の
設
計
と
思
想

圓
丘
祭
祀

の
歴
史
的
展
開』

勉
誠
出
版
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佐
川
英
治

二
〇
一
八

｢

唐
長
安
城
の
朱
雀
大
街
と
日
本
平
城
京
の
朱

雀
大
路
―�
城
の
中
軸
街
路
に
見
る
日
唐
政
治
文
化
の
差
異
―｣

『
唐
代
史
研
究』

第
二
一
號

妹
尾
達
彦

一
九
九
二

｢

唐
長
安
城
の
儀
禮
空�｣

『

東
洋
文
化』

七

二
號

妹
尾
達
彦

一
九
九
五

｢

唐
長
安
人
口
論｣

『

中
國
古
代
の
國
家
と
民

衆』

汲
古
書
院

妹
尾
達
彦

一
九
九
八

｢
帝
國
の
宇
宙
論

※
中
華
帝
國
の
祭
天
儀
禮｣

『

王
權
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー

[
比
較
歴
史
學
大
系
一]』

弘
文
堂

野
田
有
紀
子

一
九
九
八

｢

日
本
古
代
の
鹵
簿
と
儀
式｣
『

史
學
雜
誌』

第
一
〇
七
編
第
八
號

藤
原
崇
人

二
〇
一
五

『

契
丹
佛�
史
の
研
究』

法
藏�

桃
崎
有
一
郎

二
〇
一
六

『

平
安
京
は
い
ら
な
か
っ
た』

吉
川
弘
文
館

山
内

弘
一

一
九
八
一

｢

北
宋
の
國
家
と
玉
皇

新
禮
恭
謝
天
地

を
中
心
に｣

『

東
方
學』

六
二
輯

山
内

弘
一

一
九
八
三

｢

北
宋
時
代
の
郊
祀｣

『

史
學
雜
誌』
第
九
二

編
第
一
號

山
崎
覺
士

二
〇
一
〇

『

中
國
五
代
國
家
論』

思
文
閣
出
版

渡
邉
義
浩

二
〇
一
〇

『

儒
教
と
中
国』

講
談
社

(

中
國
語)

陳
飛
飛

二
〇
一
七

｢

唐
宋
郊
賚
研
究｣

『

乾
陵
文
化
研
究』

第
十

一
輯

陳
鵬
程

一
九
九
六

｢

舊
題

《

大
駕
鹵
簿
圖
書
・
中
道》

研
究

〝

延
祐
鹵
簿〞

年
代
考｣

《

故
宮
博
物
院
院
刊》

一
九
九
六
年
〇
二

期

耿
元�麗
二
〇
〇
四

任
爽
編

『

五
代
典
制
考』

中
華
書
局

第
一
章

五
代
禮
儀
制
度
考

江
雲

二
〇
一
五

｢

對
北
宋
郊
祀
費
用
的
探
討｣

『

唐
山
師
範
學
院

學
報』

第
三
七
巻

第
四
期

劉
浦
江

二
〇
〇
五

｢

正
統
論
下
的
五
代
史
觀｣

『

唐
研
究』

第
一
一

卷

王
美
華

二
〇
〇
四

任
爽
編

『

十
國
典
制
考』

中
華
書
局

第
一
章

十
國
禮
儀
制
度
考

楊
高
凡

二
〇
一
一

｢

宋
代
祭
天
禮
中
三�
一
親
郊
制
探
析｣

求
是
學

刊

第
三
八
卷
第
六
期

楊
倩
描

一
九
八
八

｢

宋
代
郊
祀
制
度
初
探｣

『

世
界
宗�
研
究』

四

七
五‒

八
一

朱
溢

二
〇
〇
九

｢

唐
至
北
宋
時
期
的
大
祀
、
中
祀
和
小
祀｣

『�
華
學
報』

新
三
九
卷
第
二
期

朱
溢

二
〇
一
〇

｢

唐
至
北
宋
時
期
的
皇
帝
親
郊｣

『

國
立
政
治
大

学
歴
史
學
報』

第
三
四
期

�
(

１)
天
地
の
分
祭
や
、
南
郊
と
円
丘
の
問
題
な
ど
の
議
論
に
つ
い
て
は
、[

渡
邉

二
〇
一
〇]

一
九
〇
―
七
頁
を
参
照
。

(

２)
[

梅
原

一
九
八
六]

二
八
七
頁
を
參
照
。
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(

３)
[

朱
溢

二
〇
一
〇]

三
九
頁
。

(

４)
[

佐
川

二
〇
一
六]

は
古
代
か
ら
隋
の
大
興
城
に
い
た
る�
城
空�
變
化

を
一
貫
し
て
郊
祀
の
變
遷
か
ら
論
じ
て
い
る
。

(

５)
[

佐
川

二
〇
一
八]

に
よ
る
。

(

６)
[

桃
崎

二
〇
一
六]

を
参
照
。

(

７)
[

小
島

一
九
八
九]

小
島
毅
氏
は
、
思
想
史
の
立
場
か
ら
、
通
時
的
に
禮

制
の
變
遷
と
し
て
捉
え
重
厚
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
唐
代
以
前
の
南
郊

に
つ
い
て
は
、[
金
子

二
〇
〇
六]

が
文
獻
史
學
の
方
法
に
よ
っ
て
實
證
的

に
論
じ
て
い
て
參
考
に
な
る
。
宋
代
の
國
家
儀
禮
と
し
て
の
南
郊
に
つ
い
て

は

[

山
内

一
九
八
三]
が
そ
の
合
祀
さ
れ
る�々
の
變
化
に
焦
點
を
當
て
て

論
究
し
て
い
る
。[

梅
原

一
九
八
六]

は
、
南
郊
儀
禮
と
國�
住
民
と
の
關

係
性
の
變
化
を
唐
宋
變
革
の
一
環
と
し
て
論
じ
る
。[

朱
溢

二
〇
〇
九]

は
、

禮
制
の
視
點
か
ら
唐
宋
の�
の
郊
祀
制
度
の
變
化
に
つ
い
て
詳
細
に
檢
討
す

る
。

(

８)
[

久
保
田

二
〇
一
九]

(

９)
『

續
資
治
通
鑑
長
編』

(

以
下

『

長
編』

と
略
稱)
卷
四
八
一
、
元
祐
八
年

二
月
壬
申
、
中
華
書
局
一
九
九
五
、
一
一
四
五
四
頁
に
は
蘇
軾
の
上
奏
を
載

せ
る
が
其
の
中
に
は
、｢

太
祖
皇
帝
受
天
眷
命
、
肇
造
宋
室
。
建�
初
郊
、
先

饗
宗
廟
竝
、
祀
天
地
。
自
眞
宗
以
來
、
三
歳
一
郊
、
必
先
有
事
景
靈
、�
饗

太
廟
、
乃
祀
天
地
。
此
國
朝
之
禮
也
。｣

と
あ
る
。
三
年
一
郊
は
、
眞
宗
時
代

か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
認
識
で
あ
る
。

小
島
氏
は
、
仁
宗
景
祐
二
年

(

一
〇
三
五)

以
降
に
、
三
年
一
郊
が
定
例

化
し
た
と
論
じ
る
が
、
そ
こ
に
は
檢
討
す
べ
き
點
が
あ
る
と
い
う

([

小
島

一
九
九
九]

三
二
頁)

。
楊
高
凡
氏
は
、
仁
宗
明
道
二
年

(

一
〇
三
三)

か
ら

と
す
る

([

楊
高
凡

二
〇
一
一]

一
四
三
頁)

。
楊
氏
の
論
考
は
、
こ
の
問
題

に
つ
い
て
の
專
論
で
あ
る
が
、
本
稿
は
楊
氏
が
論
じ
て
い
な
い
赦
文
の
内
容

や
、
鹵
簿
や�
城
の
問
題
そ
し
て
五
代
を
巡
る
歴
史
觀
な
ど
を
關
連
付
け
て

論
じ
て
み
た
い
。

(�)
[

山
崎

二
〇
一
〇]

(�)
[

久
保
田

二
〇
一
九]

(�)
[

劉
浦
江

二
〇
〇
五]

八
八
―
九
頁
に
は
、
五
代
を
正
統
と
す
る
歴
史
觀

に
反
對
す
る
、
後
唐
か
ら
南
唐
に
受
け
繼
が
れ
た
唐
の
正
朔
を
認
定
す
る
元

人
の
著
作
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
注
目
さ
れ
る
。

(�)

敗
北
し
た
南
唐
は
、｢

歳
貢
土
物
數
十
萬｣

を
約
束
し
て
臣
從
す
る
。
こ
れ

以
降
、
上
表
の
と
き

｢

唐
國
主｣

と
稱
し
、
後
周
か
ら
は

｢

江
南
國
主｣

と

詔
書
で
は
問
い
か
け
る
こ
と
に
な
っ
た

(『

宋
史』

卷
四
七
八
、
李
景
傳
、
一

三
八
五
五
頁)

。
北
宋
が
、
南
漢
を
征
服
し
た
九
七
一
年
に
な
る
と
、
上
表
に

も

｢

江
南
國
主｣

を
用
い
、｢

唐
國
印｣

を

｢

江
南
國
印｣

と
し
、
唐
の
國
號

を
去
っ
た

(『

宋
史』

卷
四
七
八
、
李�
傳
、
一
三
八
五
八
頁)

。

(�)
薛
居
正�『

舊
五
代
史』

卷
一
一
八
、
周
世
宗
紀
、
顯�
五
年
九
月
壬
申
、

中
華
書
局
一
九
七
六
、
一
五
七
五
頁
な
ど
。

(�)
『

宋
史』

卷
二
六
九
、
陶
穀
傳
、
中
華
書
局
九
二
三
七
頁�
朕

(

世
宗)

觀

�
代
君
臣
治
平
之
道
、
誠
爲
不
易
。
又
念
唐
、
晉
失�
之
後
、
亂
臣
黠
將
、

僭
竊
者
多
。
今
中
原
甫
定
、�
・
蜀
・
幽
・
并
尚
未
平
附
、
聲�
未
能
遠
被
。

宜
令
近
臣
各
爲
論
策
、
宣
導
經
濟
之
略
。

(�)
『

宋
史』

卷
二
六
九
、
陶
穀
傳
、
九
二
三
七
頁
に
は

｢

其
策
率
以
修
文�
、

來
遠
人
爲
意
、
惟
穀
與
竇
儀
・
楊
昭
儉
・
王
朴
以
封
疆
密
邇
江
・
淮
、
當
用

師
取
之
。
世
宗
自
克
高
平
、
常
訓
兵
講
武
、
思
混
一
天
下
。
及
覽
其
策
、
忻

然
聽
納
、
由
是
平
南
之
意�
堅
矣
。｣

と
あ
る
。

(�)
『

舊
五
代
史』

卷
一
二
八
、
王
朴
傳
、
一
六
七
九
―
八
一
頁
。

(�)
[

久
保
田

二
〇
一
八]

一
四
六
頁
以
下
を
參
照
。

(�)
『

長
編』

卷
一
、
建�
元
年
是
年
、
三
〇
頁
。

(�)
『

長
編』

卷
一
、
建�
元
年
三
月
丁
巳
、
一
〇
頁
。『

宋
史』

卷
四
七
八
、

南
唐
李
氏
世
家
、
一
三
八
五
五
頁
を
參
照
。
一
三
八
五
八
頁
に
は

｢

吉
凶
大

禮
、
皆
別
修
貢
助
。｣

(�)
『

長
編』
卷
二
、
建�
三
年
一
一
月
壬
午
、
七
六
頁
。
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(�)
『

長
編』

卷
二
、
建�
二
年
七
月
庚
午
、
四
九
頁
。

(�)
『

長
編』

卷
二
、
建�
二
年
九
月
甲
子
、
五
三
頁
。

(�)
『

長
編』

卷
四
、
乾�
元
年
五
月
丁
丑
、
九
二
頁
。

(�)
『

長
編』

卷
四
、
乾�
元
年
七
月
甲
寅
、
九
七
頁
。
監
修
國
史
王
溥
が

｢

新

修
梁
・
後
唐
・
晉
・
漢
・
周
五
代
會
要
三
十
卷｣

を
上
し
て
い
る
。

(�)
[

小
島

一
九
九
九]

一
七
二‒

三
頁
に
よ
る
と
、
宋
初

(

太
宗
・
眞
宗)

時

代
の
文
化
事
業
や�
運
の
議
論
を
通
じ
て
、
唐
の
文
化
的
秩
序
を
再
建
す
る

こ
と
が
宋
代
人
に
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
と
い
う
。『

宋
太
宗
實
録』

卷
二
九
、
太
平
興
國
九
年
四
月
甲
辰
、
甘
肅
人
民
出
版
社
二
〇
〇
五�
三
九

頁
は
、｢

皇
家
當
越
五
代
、
而
上
承
唐
統
爲
金�
。｣

と
い
う
布
衣
趙
垂
慶
の

上
書
を
掲
載
し
て
い
る
。

(�)
[

劉
浦
江

二
〇
〇
五]

七
六
頁
。

(�)
上
海
書
店
、
江
蘇
古
籍
出
版
社
一
九
九
〇
年
、
影
印
本
。

(�)
『

宋
史』

卷
二
四
九
、
范
質
傳
、
八
七
九
六
頁
。

(�)
『

長
編』

卷
四
、
乾�
元
年
二
月
壬
辰
、
八
五
頁
。

(�)
『

十
國
春
秋』

巻
一
〇
一
、
荊
南
世
家
、
中
華
書
局
一
九
八
三
、
一
四
五
三

頁
。

(�)
『

長
編』

卷
四
、
乾�
元
年
三
月
壬
戌
、
八
六
頁
。

(�)
『

長
編』

卷
四
、
乾�
元
年
八
月
庚
辰
、
一
〇
一
頁
。

(�)
『

長
編』

卷
四
、
乾�
元
年
八
月
癸
未
、
一
〇
二
頁�
司
徒
兼
侍
中
范
質
爲

南
郊
大
禮
使
、
翰
林
學
士
承
旨
禮
部
尚
書
陶�
爲
禮
儀
使
、
吏
部
尚
書
張
昭

爲
鹵
簿
使
、
御
史
中
丞
劉
温
叟
爲
儀
仗
使
、
皇
弟
開
封
尹
光
義
爲
橋
道
頓
遞

使
。
南
郊
五
使
、
唐
自
元
和
以
前
史
籍
不
載
、
長
慶
後
禮
儀
使
、
太
常
卿
爲

之
。
大
禮
使
、
御
史
中
丞
爲
之
。
哀
帝
時
中
丞
爲
儀
仗
使
、
而
不
載
大
禮
使
。

梁
以
河
南
尹
、
爲
大
禮
使
。
餘
二
使
如
故
。
又
有
儀
仗
法
物
。
二
使
以
武
將

爲
之
。
後
唐
以
宰
相
爲
大
禮
使
、
兵
部
尚
書
爲
禮
儀
使
、
御
史
中
丞
爲
儀
仗

使
、
兵
部
侍�
爲
鹵
簿
使
。
開
封
尹
爲
頓
遞
使
。
周
唯
以
禮
儀
、
歸
太
常
。

餘
如
故
。
今
依
唐
制
、
大
禮
・
儀
仗
・
頓
遞
用
宰
相
及
臺
丞
京
尹
。
餘
使
則

以
學
士
及
他
尚
書
爲
之
、
而
頓
遞
使
又�
橋
道
之
名
。

(�)
『

長
編』

卷
四
、
乾�
元
年
一
一
月
甲
子
、
一
〇
八
頁
。

(�)
『

長
編』

卷
四
、
乾�
元
年
四
月
辛
卯
、
八
九
頁
。
改
暦
は
後
周
の
英
主
世

宗
と
そ
の
知
惠
袋
王
朴

(

二
人
と
も
早
世
し
て
い
る)

の
記
憶
を
薄
れ
さ
せ

る
效
果
を
狙
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
應
天
暦
の
作
者
は
、
生
前
の
王
朴

に
暦
の
不
具
合
を
す
で
に
指
摘
し
て
い
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も

『

長
編』

は
傳
え
る
。

(�)

呉
越
に
つ
い
て
は

『

長
編』

卷
四
、
乾�
元
年
一
〇
月
丁
未
、
一
〇
七
頁
、

南
唐
の
助
祭
錢
に
つ
い
て
は

『

長
編』

卷
四
、
乾�
元
年
一
一
月
丙
寅
、
一

〇
九
頁
を
參
照
。

(�)
『

長
編』

卷
四
、
乾�
元
年
一
〇
月
丁
未
、
一
〇
七
頁�
呉
越
王
俶
遣
其
子

惟
濬
入
貢
、
助
南
郊
。

(�)
『

長
編』

卷
四
、
乾�
元
年
一
二
月
癸
未
、
一
一
〇
頁
。

(�)
『

宋
大
詔
令
集』

卷
一
一
八
、
中
華
書
局
一
九
六
二
、
四
〇
〇
頁�
・
・
・

向
以
蜀
土
不
賓
、
自
開
釁
隙
。�
興
師
而
問
罪
、
俄
輿�親
以
來
降
。
既
成
不

陣
之
功
、
實
荷
自
天
之�
。
加
以�
年
豐
稔
、
黎
庶
咸
安
。
三
邊
無�
柝
之

虞
、
五
緯
有
連
珠
之
異
、
睹
鴻
休
之
若
此
。
顧
涼�
以
何
勝
。
宜
伸
報
謝
之

誠
、
適
展
告
成
之
禮
。
朕
以
今
年
十
一
月
二
十
四
日
。
有
事
南
郊
。

(�)
『

長
編』

卷
一
二
、
開
寶
四
年
七
月
甲
午
、
二
六
七
頁
。

(�)
『

宋
大
詔
令
集』

卷
一
一
八
、
四
〇
〇
頁

｢

開
寶
四
年
有
事
南
郊
詔｣

(�)
『

宋
大
詔
令
集』

卷
一
一
九
、
四
〇
七
頁�
門
下
。
我
國
家
膺
上
天
之
景
命
、

洽
四
海
之
歡
心
、
車
書
大
同
、
聲�
遐
被
。
爰
自
塵�
五
嶺
、
浪
靜
南
溟
、

開
萬
里
之
封
疆
、
致
兆
民
之
蘇
息
。

(�)
[

久
保
田

二
〇
一
一]

(�)
范
仲
淹

｢

答
手
詔
條
陳
十
事｣

『

范
文
正
公
政
府
奏
議』

上

(『

范
仲
淹
研

究
資
料
彙
編』)

五
一
二
頁
に

｢

・
・
・
國
家
三
年
一
郊
、
天
子
齋
戒�
冕
、

謁
見
宗
廟
、
乃
祀
上
帝
。
大
禮
既
成
、
還
御
端
門
、
肆
赦
天
下
。
・
・
・
今

大
赦�
降
、
天
下
歡
呼
。
一
兩
月�
、
錢�
司
存
督
責
如
舊
、
桎
梏
老
幼
、
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籍
沒
家
産
、
至
于�
賦
歛
、
減
徭
役
、
存
恤
孤
寡
、
振
舉
滯
淹
之
事
、
未
甞

施
行
。
使
天
子
及
民
之
意
、
盡
成
空
言
。
・
・
・�
遇
南
郊
赦
後
、�
選
臣

僚
、
往�
路
安
撫
察
官
吏
能
否
、
求
百
姓
疾
苦
、
使
赦
書
中
及
民
之
事
、
一

一
施
行
。
天
下
百
姓
、
莫
不
幸
甚
。｣

と
あ
る
よ
う
に
、
南
郊
大
赦
は

｢

百
姓｣

の
生
活
に
深
く
關
わ
る
も
の
だ
っ
た
。『

宋
太
宗
實
録』

卷
七
六
、
至
道
二
年

正
月
辛
亥

(

一
五
五
頁)

に
載
せ
る
赦
文
で
は
、
具
體
的
に
ど
の
よ
う
な
減

税
策
が
行
わ
れ
て
い
る
か
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

(�)
太
平
興
國
二
年

(

九
七
七)

に
は
、
藩
鎭
の
支
郡
が
廢
止
さ
れ
て
い
る
。

赦
文
も
直
接
的
に
州
を
目
指
し
て
遞
送
さ
れ
た
。(『

長
編』

卷
一
八
、
太
平

興
國
二
年
八
月
戊
辰
、
四
一
一
頁
。)

(�)
『

宋
大
詔
令
集』

卷
一
一
八
、
四
〇
〇
頁

｢

開
寶
九
年
有
事
南
郊
詔｣

に
は
、

｢

定
鼎
洛
邑
、
我
之
西�
、
燔
柴
泰
壇
、
國
之
大
事
。
況
削
平
江
表
、
底

い
た
る

定
南

方
。
惟
率
土
之
混
同
、
自
上
天
之
降�
、�
慙
涼�
、
感
是
洪
休
、
得
不�つ

く
す

以
恭
虔
。
申
其
告
謝
。
・
・
・｣

と
あ
る
。

(�)
『

長
編』

卷
一
七
、
開
寶
九
年
八
月
丁
未
、
三
七
四
頁
。

(�)
『

宋
大
詔
令
集』

卷
一
一
九
、
四
〇
七
頁�
門
下
。
我
國
家
受
命
開
基
、
化

民
育
物
。
荷
乾
坤
之
垂
佑
、
致
文
軌
之
大
同
。�
則
朝
政
雍
熙
、
外
則
武
功

震
耀
。�
西
川
克
復
、
五
嶺
蕩
平
、
被
聲�
于
寰
瀛

テ

ン

カ

、
納
生
靈
於
富
壽
。
唯

有
江
表
、
未
息
埃
塵
。
暫
勞
動
於
六
師
、
尋
廓�
於
一
境
。
數
千
里
風
霾
既

殄
、
百
萬
家
生
聚
知
歸
。
蘇
其
久
困
之
民
、
布
以
惟
新
之
化
。
非
沖
人
之
克

乂
、
皆
上
帝
之
儲
休
。
今
者
卜
首
夏
之
良
辰
。
就
西�
之
正
位
、
備
其
燔
燎
、

潔
以
豆�
。
躬
申
告
謝
之
誠
、
用
達
恭
虔
之
志
。
奠
玉
之
盛
儀
既
畢
、
普
天

之
慶
澤
方
行
。
宜
覃
曠
蕩
之
恩
、
用
表
混
同
之
化
、
可
大
赦
天
下
。

(�)
『

宋
大
詔
令
集』

卷
一
、｢

太
宗
即
位
赦
天
下
制｣

(

開
寶
九
年
一
〇
月
乙
卯)

一
頁
。

(�)
『

宋
大
詔
令
集』

卷
一
、｢

改
太
平
興
國
元
年
赦
天
下
見
禁
例｣

(

開
寶
九
年

一
二
月)

五
頁
。

(�)
『

宋
大
詔
令
集』

卷
一
一
八
、｢

太
平
興
國
三
年
有
事
南
郊
詔

(

八
月
癸
丑)｣

四
〇
一
頁
に
は
、｢

王
者
昭
事
天
地
、
嚴
配�
宗
、
被
袞
冕
以
升
泰
壇
、
薦
牲

牢
而
饗
上
帝
、
國
之
大
事
。
禮
有
舊
章
。
朕
以
眇
躬
、
嗣
守
洪
業
。
載
罹
寒

暑
、
混
一
車
書
。
五
稼�
登
、
四
郊
不
聳
。
蓋
昊
穹
之
儲
祉
、
豈
涼
薄
之
能

然
。
・
・
・｣

と
あ
る
が
、
下
線
部
に
、
天
下
統
一
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い

る
。

(�)
『

宋
大
詔
令
集』

卷
一
一
八
、｢

太
平
興
國
六
年
有
事
南
郊
詔

(

九
月
乙
卯)｣

四
〇
一
頁
に
は
、｢

朕
祗
膺
眷
命
、
克
荷
天
休
。
頃
以
參
墟

山

西

省

不
朝
、
戎
輅
薄
伐
。

�
穹
昊
之
助
順
、
才
刻
漏
以
時
。
平
汾
晉
之
邦
、
千
里
而
廣
。
輿
賦
聿
歸
於

天
府
、
土
疆
咸
復
於
地
圖
。
・
・
・
不
伸
大
報
之
典
、
曷
展�
恭
之
誠
。
朕

以
今
年
十
一
月
冬
至
親
享
太
廟
、
有
事
於
南
郊
。｣

と
あ
り
、
こ
の
南
郊
は
、

北
漢
平
定
を
報
告
す
る
た
め
の

｢

大
報
の
典｣

で
あ
っ
た
。

(�)
『

長
編』

卷
二
五
、
雍
煕
元
年
四
月
乙
酉
、
五
七
六
頁
。

(�)
『

長
編』

卷
二
五
、
雍
煕
元
年
四
月
甲
午
、
五
七
六
頁

｢

詔
以
今
年
十
一
月

有
事
於
泰
山
。｣

(�)
『

長
編』

卷
二
七
、
雍
煕
三
年
正
月
、
六
〇
二
頁
、
北
伐
が
開
始
さ
れ
て
い

る
。[

久
保
田

二
〇
〇
七
ｂ]

(�)
『

長
編』

卷
二
七
、
雍
煕
三
年
三
月
是
月
、
六
一
〇
頁
。

(�)
『

長
編』

卷
二
八
、
雍
煕
四
年
正
月
、
六
三
一
頁
。

(�)
『

長
編』

卷
二
九
、
端
拱
元
年
正
月
乙
亥
、
六
四
六
頁
。『

宋
太
宗
實
録』

卷
四
三
、
雍
煕
五
年

(

端
拱
元
年)

正
月
乙
亥
の
條
一
二
三
頁
で
は
、
元
和

五
年

(

八
一
〇)

よ
り
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
勸
農
の
行
事
の
復
興
で
あ
る

と
す
る
。

(�)
『

長
編』

卷
三
一
、
淳
化
元
年
正
月
戊
寅
、
六
九
七
頁
。

(�)
『

長
編』

卷
三
〇
、
端
拱
二
年
六
月
戊
子
、
六
八
二
頁
。

(�)
『

長
編』

卷
三
三
、
淳
化
三
年
一
一
月
己
亥
、
七
四
〇
頁
。

(�)
淳
化
年�
に
な
る
と
契
丹
の
侵
攻
は
や
ん
で
き
た
。[

久
保
田

二
〇
〇
七

ｂ]
四
九
四
頁
。

(�)
[

久
保
田

二
〇
〇
七
ｂ]

四
九
五
頁
な
ど
。
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(�)
『

宋
太
宗
實
録』

巻
四
四
、
端
拱
元
年
三
月
癸
巳
、
一
三
五
頁
。

(�)
『

東
京
夢
華
録』

卷
一
〇
、｢

冬
至｣

以
下
、『

世
界
書
局』

一
九
七
三
、
二

四
二
頁
。

(�)
『

東
京
夢
華
録』

卷
一
〇
、｢

大
禮
豫�
車
象｣

二
四
二
頁
。

(�)
『

長
編』

卷
九
、
開
寶
元
年
三
月
乙
巳
、
二
〇
一
頁
に
よ
る
と
、
馴
象
が
自

ら
京
師
に
至
り
、
群
臣
は
表
賀
し
た
と
い
う
。｢

象｣

は

｢�｣
と
同
音
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
瑞
祥
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

(�)
范
成
大

『

攬
轡
録』

、『

范
成
大
筆
記
六
種』

中
華
書
局
二
〇
〇
二
、
一
三

頁
。

(�)
『

范
太
史
集』

卷
二
七
、
四
庫
全
書�
上
觀
京
城
繁
盛
、
親
指
前
朝
坊
巷
省

寺
之
所
今
拓
爲
通
衢
長
廊
、
因
曰
、
晉�
祖
優
柔
無
斷
、
稔
成
奸
惡
。
少
主

昏
蒙
卒
至
亡
滅
。�
至
漢
朝
其
政
愈
亂
、
致
蘇
逢
吉
史
弘
肇
輩
互
相
猜
貳
、

李�
之
族
枉�
塗
炭
。
是
時
京
城
人
情
、
倉
惶
殆
無
生
意
。
豈
暇
營
繕�
邑

乎
。�
對
曰
、
晉
漢
之
事
、
老
臣
備
經
。
今
陛
下
恭
勤
治
道
聽
政
無
倦
。
是

致
四
海�
晏
、
輦
轂
繁
盛
。
上
曰
、
勤
政
憂
民
帝
王
常
事
耳
。
朕
不
以
繁
華

爲
樂
、
蓋
以
民
安
爲
安
。

(�)
『

宋
朝
事
實』

卷
四
、
臺
灣
商
務
印
書�
一
九
六
八
、
五
七
頁

｢

淳
化
四
年

正
月
二
日
南
郊
赦
文｣

に
は
、｢

・
・
・
是
用
就
上
辛
之
良
日
。
薦
大
報
之
至

誠
。
乾
坤
既
錫
於
鴻
休
。
祖
考
是
崇
於
嚴
配
。
八
蠻
景
附
。
咸
伸
助
祭
之
儀
。

百
辟
靈
從
。
盡
展
陪
鑾
之
禮
。
睹
士
民
之
繁
盛
、
望�
衞
之
駢
羅
。
思
與
普

天
同
茲
大
慶
。｣

と
あ
る
。

(�)
『

宋
大
詔
令
集』

卷
一
二
〇
、
四
〇
九
頁
。

(�)
『

宋
史』

卷
一
四
五
、
儀
衞
志
、
國
初
鹵
簿
、
三
四
〇
〇
頁�
凡
馬�
儀

仗,

共
一
萬
一
千
二
百
二
十
二
人
・
・
・
。
唐
朝
の
鹵
簿
に
つ
い
て
は
、[

野

田

一
九
九
八]

四
三
頁
に
よ
る
と
、
一
萬
人
以
上
の
兵
士
が
動
員
さ
れ
た
よ

う
だ
が
、[

梅
原

一
九
八
六]

三
〇
四
頁
に
よ
る
と
、
宋
代
の
よ
う
に
重
層

化
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
一
列
に
近
い
鹵
簿
で
あ
っ
た
と
い
う
。

(�)
『

宋
史』

卷
一
四
五
、
儀
衞
志
、
國
初
鹵
簿
、
三
四
〇
一
頁�
太
宗
至
道
中
、

令
有
司
以
絹
畫
爲
圖
、
圖
凡
三
幅
。
中
幅
車
輅
・
六
引
及
導
駕
官
、
外
兩
幅

儀
衞
。
其
警
場�
城
、
又
別
爲
圖
、
圖
成
、
以
藏
祕
閣
。
凡
仗
内
自
行
事
官
、

排
列
職
掌
并
捧
日
、
奉
宸
、
散
手
天
武
外
、
歩
騎
一
萬
九
千
一
百
九
十
八
人
。

此
極
盛
也
。

同
頁
に
は
、｢

仁
宗
即
位
、
儀
典
多
襲
前
世
、
宋
綬
定
鹵
簿
、
爲
圖
記
十
卷

上
之
、
詔
以
付
祕
閣
。
凡
大
駕
、
用
二
萬
六
十
一
人
。｣

と
あ
る
。

(�)
[

陳
鵬
程

一
九
九
六]

を
參
照
。
陳
氏
の
論
文
は
、
從
來

｢

延
祐
鹵
簿｣

と
呼
ば
れ
、
元
代
の
鹵
簿
を
描
い
た
圖
卷
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
の
圖
に
本

格
的
な
檢
討
を
加
え
、
北
宋
の
仁
宗
時
代
の
鹵
簿
圖
で
あ
る
こ
と
を
見
事
に

實
證
し
て
い
る
。

(�)
『

群
書
考
索』

後
集
卷
五
五
、
書
目
文
獻
出
版
社
一
九
九
二
年
、
八
一
四
頁
。

(�)
『

長
編』

卷
三
八
、
至
道
元
年
九
月
丁
未
、
八
二
〇
頁
。

(�)
張�
は
至
道
元
年
一
一
月
、
京
城
の
坊
名
を
考
案
し
、
定
制
と
な
っ
た
。

開
封
の
空�
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
樣
子
が
伺
え
る
。(『

長
編』

卷
三
八
、

至
道
元
年
一
一
月
丁
卯
、
八
二
三
頁�｢

初
梁
氏
建�
草
創
、
閭
巷
皆
因
舊
號
。

丁
卯
、
詔
參
知
政
事
張�
、
改
撰
京
城
内
外
坊
名
八
十
餘
。
由
是
、
分
定
布

列
、
始
有
雍
洛
之
制
云
。｣)

(�)
『

長
編』

卷
三
八
、
至
道
元
年
九
月
丁
未
、
八
二
〇
頁�
今
帶
甲
數
十
萬
、

戰
騎
稱
是
、
萃
於
京
師
、
仍
以
亡
國
之
士
民
、
集
於
輦
下
、
比
漢
唐
京
邑
民

庶
、
十
倍
其
人
矣
。
・
・
・
唯�
之
水�
亘
中
國
、
首
承
大
河
、
漕
引
江
湖

利
盡
南
海
。
半
天
下
之
財
賦
、
竝
山
澤
之
百
貨
、
悉
由
此
路
而
進
。
・
・
・

雖
數�
廢
、
而
通
流
不
絶
於
百
代
之
下
、
終
爲
國
家
之
用
者
、
其
上
天
之
意

乎
。

(�)
[

妹
尾

一
九
九
五]

に
よ
る
と
、
唐
長
安
の
人
口
は
最
大
で
、
七
〇
萬
程

度
と
い
う
。

(�)
[

久
保
田

二
〇
〇
七
ａ]

一
一
二
頁
を
參
照
。

(�)
『

宋
史』

卷
一
四
五
、
儀
衞
志
、
國
初
鹵
簿
、
三
四
〇
三
頁
、
景
祐
五
年
、

賈
昌
朝
言
儀
衞
三
事�
南
郊
大
駕
鹵
簿
、
儀
衞
甚
衆
、
有
司
雖
依
典
禮
、
名
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物
次
第
、
兵
仗
數
目
、
預
先
分
布
、
及
五
使
量
行
案
閲
、
其
如
被
差
執
掌
吏

員
兵
伍
、
素
不
閑
習
。
行
列
先
後
、
多
失
次
序
。
所
持
名
物
、
亦
或
差
互
、

押
當
官
、
但
以
行
事
爲
名
、
從
便
趨
進
、
失
其
處
守
。
竊
謂
三
載
親
郊
、
國

之
大
事
。
旁
陳
象
物
、
仰
法
乾
行
。
四
方
之
人
、
觀
禮
於
是
。
宜
詳
制
度
以

示
光
華
。

(�)
[

久
保
田

二
〇
一
七]

(�)
南
郊
で
祀
ら
れ
る
天

(

郊
天
上
帝)

と
道�
の
最
高�
、
昊
天
玉
皇
大
帝

が
同
一
化
さ
れ
た
の
も
宋
眞
宗
時
代
で
あ
る
。[

山
内

一
九
八
一]

(�)
[

藤
原

二
〇
一
五]

(�)
後
周
の
太
祖
が
郊
祀
を
行
っ
た
と
き
、
明
宗
の
そ
れ
に
比
べ
禁
軍
へ
の
郊

賞
が
少
な
い
と
い
う
噂
が
廣
が
っ
た
。
こ
の
と
き
後
周
太
祖
は
功
績
を
擧
げ

て
い
な
い
の
に
不
滿
を
持
つ
彼
ら
に
激
怒
し
て
い
る
。(『

資
治
通
鑑』

卷
二

九
一
、
顯�
元
年
正
月
壬
午
、
九
四
九
九
頁
。)

『

長
編』

卷
三
四
、
淳
化
四
年
正
月
辛
卯
、
七
四
五
頁
に
は

｢

・
・
・
度
支

副
使
謝
泌
條
上
郊
祀
賞
給
軍
士
之
數
。
上

(
太
宗)

曰
、
朕
愛
惜
金
帛
、
止

備
賞
賜
爾
。
泌
、
因
曰
唐�
宗
朱�此
之
亂
、
後
唐
莊
宗
馬
射
之
禍
、
皆
賞
軍

不
豐
所
致
。
今
陛
下
、
躬
御
菲
薄
、
賞
賜
優
厚
。
眞
歴
代
王
者
之
所
難
也
。｣

と
あ
る
。

(�)
『

宋
太
宗
實
録』

卷
二
八
、
太
平
興
國
九
年
正
月
乙
丑
、
二
七
頁
の
條�
國

家
乘
五
代
干
戈
之
後
、
朕
孜
孜
求
理
、
惟
望
上
天
垂�
、�
此
生
民
。
今
天

下
阜
安
、
京
師
繁
盛
、
甚
以
爲
慰
。

(�)
[

小
島

一
九
九
九]

一
七
四
―
五
頁
。

(�)
『

二
十
二
史
箚
記』

卷
二
五
、
世
界
書
局
一
九
八
三
、
三
二
九
頁
、｢

宋
郊

祀
之
費｣

、
ま
た

[

江
雲

二
〇
一
五]

[

陳
飛
飛

二
〇
一
七]

な
ど
を
參
照
。

(

長
野
工
業
高
等
專
門
學
校
一
般
科
教
授)
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